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は じ め に 
 
 今治市では、平成 27 年３月に「今治市障害者計画」を策定し、「みんなで奏

で 快適に暮らせるまちづくり ～住みなれた いまばりで暮らせるまちへ

～」という基本理念のもと、障がいのある人もない人も共に支えあいながら、

地域で安心して生活のできる「共生社会」の実現を目指し、就労支援や地域活

動の支援等、地域生活に重点を置いた施策を推進してまいりました。 

 「今治市障害者計画」策定から５年が経過する中、国においては、「障害を理

由とする差別の解消の推進に関する法律」の施行や「障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律」の改正、「児童福祉法」の改正など、障

がい者、障がい児にかかわる重要な法整備がなされ、障がい福祉制度は大きく

変化しています。 

 こうした障がいのある方を取り巻く環境の変化や、地域の課題、ニーズに対

応していくため、新しく「今治市障がい者計画」を策定し、「安心できる地域づ

くり」、「生き生きとした暮らしづくり」、「みんなで支える環境づくり」の三つ

の基本方針のもと、市民の誰もが人格と個性を尊重し、支え合う「共生社会」

をさらに推進させる施策に取り組んでまいりたいと考えております。引き続き

市民の皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。 

 最後に、本計画策定に当たり、アンケート調査、ヒアリング調査等にご協力

をいただきました市民の皆様をはじめ、貴重なご意見、ご提言をいただきまし

た「今治市障害者施策推進協議会」の委員の皆様、障がい者団体や関係機関等、

計画策定にご尽力を賜わりました皆様に心から厚くお礼申し上げます。 
 
 令和２年３月 

今治市長 菅 良二 
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※「障害」の表記について 

 可能な限り平仮名で表記または他の言葉に置き換えて表記しています。ただし、法令や

条例・規則等に基づく法律用語や引用、施設等の固有名詞については漢字表記としていま

す。このため、本計画においては、「がい」と「害」が混在する表記となっています。 
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第１章 計画策定にあたって 
 

１ 計画策定の趣旨 
 

 今治市の最上位計画である「第２次今治市総合計画（2016-2025）」においては、施策の

大綱として「健やかに安心して暮らせるまちづくり」を掲げ、障がい者に関わる分野では、

施策の方向として「支えあい、いきいきと暮らしていける基盤づくり」を目指しています。 

 「第２次今治市総合計画」に基づき、今治市の障がい者施策の基本的な方向性を示すため

に障がい者計画を策定します。 

 

２ 計画策定の背景 
 

（１）国の動向 

 

【条約】 

■ 障害者の権利に関する条約（障害者権利条約） 

平成 26(2014)年 1 月 20 日批准 

 

   障がい者の人権や基本的自由の享有を確保し、障がい者の固有の尊厳の尊重を促進す

るため、障がい者の権利の実現のための措置等を定めている条約で、様々な分野におけ

る取組を締約国に対して求めています。日本では、平成 26(2014)年１月 20 日に批准

し、平成 26(2014)年 2 月 19 日から効力が発生しました。 

 

【法律】 

■ 障害者基本法の改正  

一部を除き平成 23(2011)年 8 月 5 日施行 

 

   平成 23(2011)年 8 月の改正では、障害者権利条約の批准に向けた国内法整備の一

環として、障がい者の定義の拡大、差別の禁止、合理的配慮の提供、教育や選挙におけ

る配慮等が規定されました。また、障害者基本計画の策定に関する調査審議・意見具申、

同計画の実施状況の監視・勧告を行う障害者政策委員会が設置されました。 
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■ 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 

（障害者虐待防止法）の制定 

平成 24(2012)年 10 月 1 日施行 

 

障がい者の尊厳を守り、自立や社会参加の妨げとならないよう虐待を禁止するととも

に、その予防と早期発見のための取り組みや、障がい者を現に養護する人に対して支援

措置を講ずる、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」が施

行されました。 

 

■ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 

（障害者総合支援法）の制定 

平成 25(2013)年 4 月 1 日施行、一部平成 26(2014)年 4 月 1 日施行 

 

「障害者自立支援法」から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（障害者総合支援法）」へと改称されました。障がい者の範囲に難病等が加わり、

地域生活支援事業の追加、障害支援区分の創設等が行われました。 

 

■ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の改正  

平成 26(2014)年 4 月 1 日施行 

 

精神障がい者の地域生活への移行（入院医療中心から地域生活中心へ）を促進するた

め、精神障がい者の医療に関する指針の策定、保護者に対する責務規定の削除や医療保

護入院における入院手続の見直し等を目的に、「精神保健及び精神障害者福祉に関する

法律」が改正されました。 

 

■ 難病の患者に対する医療等に関する法律（難病法）の制定  

平成 27(2015)年１月 1 日施行 

 

難病の患者に対する医療費助成制度に関して法定化することにより、公平かつ安定的

な制度を確立するほか、基本方針の策定、調査及び研究の推進などの措置を講ずる、「難

病の患者に対する医療等に関する法律」が制定・施行されました。 

 

■ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）の制定 

平成 28(2016)年 4 月 1 日施行 

 

   この法律では、「障害者基本法」に定められた差別の禁止と合理的な配慮の規定を具

体化するため、国、地方公共団体及び民間事業者における障がいを理由とする差別的扱

いの禁止や、合理的配慮の不提供の禁止、差別解消に向けた取組に関する要領を定める

ことなどが規定されています。 
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■ 障害者の雇用の促進等に関する法律（障害者雇用促進法）の改正  

一部を除き平成 28(2016)年 4 月 1 日施行 

 

雇用の分野における障がい者に対する差別の禁止及び障がい者が職場で働くにあた

っての支障を改善するための措置（合理的配慮の提供義務）を定めるとともに、障がい

者の雇用に関する状況に鑑み、精神障がい者を法定雇用率の算定基礎に加えるなどの措

置を講ずることを目的に、「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正されました。 

 

■ 発達障害者支援法の改正  

平成 28(2016)年 8 月 1 日施行 

 

 個人としての尊厳にふさわしい日常生活・社会生活を営むことができるように、発達

障がいの早期発見と発達支援を行い、支援が切れ目なく行われることに関する国・地方

公共団体の責務を明確化することや、発達障がい者の自立及び社会参加のための生活全

般にわたる支援を図り、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と

個性を尊重しながら共生する社会の実現を目的として、「発達障害者支援法」が改正され

ました。 

 

■ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 

（障害者総合支援法）の改正 

一部を除き平成 30(2018)年 4 月 1 日施行 

 

障害者総合支援法施行３年後の見直しとして、障がいのある人が自らの望む地域生活

を営むことができるよう、「生活」と「就労」に対する支援の一層の充実や高齢で障がい

のある人による介護保険サービスの円滑な利用を促進するための見直しを目的として、

「障害者の日常生活を総合的に支援するための法律」が改正されました。 

 

■ 児童福祉法の改正  

一部を除き平成 30(2018)年 4 月 1 日施行 

 

障がい児支援のニーズの多様化にきめ細かく対応するため、居宅を訪問して障がいの

ある児童の発達支援を提供できるサービスの新設、医療的ケアを要する障がいのある児

童に対する支援や障がいのある児童のサービス提供体制の計画的な構築（障害児福祉計

画）などを目的に、「児童福祉法」が改正されました。 
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■ 児童虐待の防止等に関する法律（児童虐待防止法）の改正  

平成 30(2018)年 4 月 2 日施行 

 

児童に対する虐待の防止、早期発見、保護等について定められ、平成 12(2000)年に

制定、平成 16(2004)年 10 月、平成 20(2008)年４月に改正が行われました。今回の

改正では、虐待を受けている児童等の保護を図るため、虐待を受けている児童等の保護

者への司法関与を強化する等の措置が講じられました。 

 

■ 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律の制定  

平成 30(2018)年 6 月 13 日施行 

 

 文化芸術の鑑賞・創造の機会の拡大、作品等の発表の機会の確保、権利保護の推進、

相談体制の整備等が基本的施策となっており、具体的には、施設のバリアフリー化や情

報保障といった、障がいのある人が文化芸術を鑑賞しやすくする取組の促進や、高い評

価を受けた作品の販売等に関する支援が盛り込まれています。 

 

■ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

（バリアフリー法）の改正 

一部を除き平成 30(2018)年 11 月 1 日施行 

 

2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機とした、公共交通

事業者等によるハード・ソフト一体的な取組の推進、バリアフリーのまちづくりに向け

た地域における取組強化、更なる利用し易さ確保に向けた施策の充実等が盛り込まれて

います。 

 

■ 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく

提供するための施策の総合的な推進に関する法律（成育基本法）の制定 

令和元(2019)年 12 月 1 日施行 

 

成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目な

く提供するため、医療、保健、教育及び普及啓発、記録の収集、調査研究等の施策を総

合的に推進することを目的としています。 
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（２）法律と国・愛媛県・今治市の計画の変遷 
 

年 法律等 国計画 愛媛県計画 今治市計画 

平成 18 年 
（2006） 

♢障害者自立支援法の施行 障
害
者
基
本
計
画
（
第
２
次
） 

第
３
次
愛
媛
県
障
害
者
計
画 

第
１
期
愛
媛
県 

障
害
福
祉
計
画 

今
治
市
障
害
者
計
画 

第
１
期
今
治
市 

障
害
福
祉
計
画 

平成 19 年 
（2007） 

♢障害者権利条約署名 

平成 20 年 
（2008） 

♢児童福祉法の改正、施行 

平成 21 年 
（2009） 

 第
２
期
愛
媛
県 

 

障
害
福
祉
計
画

第
２
期
今
治
市 

 

障
害
福
祉
計
画

平成 22 年 
（2010） 

 

平成 23 年 
（2011） 

♢障害者基本法の改正、施行 

平成 24 年 
（2012） 

♢障害者虐待防止法の施行 第
３
期
愛
媛
県 

 

障
害
福
祉
計
画 

第
３
期
今
治
市 

 

障
害
福
祉
計
画 

平成 25 年 
（2013） 

♢障害者総合支援法の施行 

♢障害者優先調達推進法の施行 
障
害
者
基
本
計
画
（
第
３
次
） 

平成 26 年 
（2014） 

♢精神保健及び精神障害者福祉に 

関する法律の改正、施行 

♢障害者権利条約批准・発効 
平成 27 年 
（2015） 

♢難病法の施行 第
４
次
愛
媛
県
障
害
者
計
画 

第
４
期
愛
媛
県 

 

障
害
福
祉
計
画 

今
治
市
障
害
者
計
画 

第
４
期
今
治
市 

 

障
害
福
祉
計
画 

平成 28 年 
（2016） 

♢障害者差別解消法の施行 

♢障害者雇用促進法の改正、施行 

♢成年後見制度利用促進法施行 

♢発達障害者支援法の改正、施行 
平成 29 年 
（2017） 

 

平成 30 年 
（2018） 

♢障害者総合支援法の改正、施行 

♢児童福祉法の改正、施行 

♢児童虐待防止法の改正、施行 

障
害
者
基
本
計
画
（
第
４
次
） 

第
５
期
愛
媛
県 

 

障
が
い
福
祉
計
画
及
び 

第
１
期
愛
媛
県 

 

障
が
い
児
福
祉
計
画 

第
５
期
今
治
市 

 

障
害
福
祉
計
画 

第
１
期
今
治
市 

 

障
害
児
福
祉
計
画 

平成 31 年 
令和元年 

（2019） 

♢成育基本法の施行 

令和 2 年 
（2020） 

 第
５
次
愛
媛
県 

 

障
が
い
者
計
画 

今
治
市 

 

障
が
い
者
計
画 

令和 3 年 
（2021） 

 次
期
計
画 

次
期
計
画 令和 4 年 

（2022） 
 

令和 5 年 
（2023） 

 次
期

計
画 

令和 2 年度 

～  
令和 5 年度 



   第１章 計画策定にあたって 

8 

 

 

（３）計画の根拠法 

 

「今治市障がい者計画」は、「障害者基本法」第 11 条第 3 項に基づく「市町村障害者計

画」として、障がい者施策全般にわたる推進の方向性と具体的な方策を示す中長期的な計画

です。 

（障害者基本法抜粋） 

第 11 条 政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的

な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画（以下「障害者基本計画」

という。）を策定しなければならない。 

3 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町

村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する

基本的な計画（以下「市町村障害者計画」という。）を策定しなければならない。 

 

障がいのある人への支援については、様々な分野の取組を総合的・一体的に進める必要が

あることから、「今治市障がい者計画」「今治市障害福祉計画」「今治市障害児福祉計画」の

３計画は整合を図ったものとします。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「今治市障害福祉計画」は、「障害者総合支援法」に基づく障害福祉サービスの必要量及

び必要量確保のための方策等を定める計画です。 

「今治市障害児福祉計画」は、「児童福祉法」に基づく障害児通所支援や障害児相談支援の

必要量及び必要量確保のための方策等を定める計画です。  

今治市障がい者計画（本計画） 

●障がい者施策の理念や基本方針を定める計画 障害者基本法 

整合 

今治市第５期障害福祉計画 

●障害福祉サービスの実施計画 

今治市第１期障害児福祉計画 

●障害児通所支援や障害児相談支援の実施計画 

障害者総合支援法 

児童福祉法 

障害者基本計画（第４次） 
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３ 計画の位置付け 
 

 本計画の策定にあたっては、「第２次今治市総合計画」の実現に向けて、「地域福祉計

画」を上位計画とし、「子ども・子育て支援事業計画」等個別計画と連携します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 計画の期間 
  

「今治市障がい者計画」は、「障害者基本法」に基づく中長期的な計画と位置付けられて

います。前期計画の期間は平成 27(2015)年度から令和元(2019)年度までの 5 年間として

いましたが、「今治市障害福祉計画」及び「今治市障害児福祉計画」の策定時期と合わせ、

より総合的・一体的な障がい者施策を実施するために、令和５(2023)年度までの４年間と

します。 

年度 
平成29年度

（2017）

平成30年度 

（2018） 

平成31年度

令和元年度

（2019）

令和2年度

（2020）

令和3年度

（2021）

令和4年度 

（2022） 

令和5年度 

（2023） 

令和6年度

（2024）

障害者 

計画 

今治市障害者計画 
今治市障がい者計画 

（本計画） 
次期計画

 

障害福祉 

計画 

前期計画
第５期今治市 

障害福祉計画（現行計画） 
次期計画 

 

 

障害児福祉 

計画 

 第１期今治市 

障害児福祉計画（現行計画） 
次期計画 

 

 

今
治
市
障
が
い
者
計
画 

第
５
期
障
害
福
祉
計
画 

第
１
期
障
害
児
福
祉
計
画 

第
７
期
高
齢
者
福
祉
計
画 

介
護
保
険
事
業
計
画 

第
２
期
子
ど
も
・
子
育
て 

支
援
事
業
計
画 

地
域
防
災
計
画 

人
権
施
策
基
本
計
画 

第
二
次
健
康
づ
く
り
計
画 

第２期今治市地域福祉計画 

第２次今治市総合計画 
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5 計画の策定体制 
 

（１）今治市障害者施策推進協議会 

 

学識経験者、社会福祉関係団体等の代表者及び関係行政機関の職員等で構成する「今治市

障害者施策推進協議会」において計画内容を審議し、計画を策定しています。 

 

（２）アンケート調査等 

 

 ● 障がい者アンケート調査（手帳所持者及び障害児通所支援事業利用者） 

本市の障がい者施策、障害福祉サービス等に関して、アンケート調査を実施し、その

意見を反映しています。 

 

 ● 共生社会、障がい者の雇用等についてのアンケート 

   共生社会について、障がい者の雇用について、それぞれ、18 歳以上の一般市民、市

内の従業者 20 名以上の事業所に対してアンケート調査を実施し、その意見を反映して

います。 

 

 ● 障がい者団体ヒアリング調査 

   本市の障がい者施策の現状や課題を把握するため、今治市障がい者団体連合会に加入

している障がい者団体を対象とし、ヒアリング調査を実施しました。 

 

 ● 障害福祉サービス事業者ヒアリング調査 

   事業者の立場から見た、本市の障がい者施策の現状や課題を把握するため、市内の障

害福祉サービス事業者を対象として、ヒアリング調査を実施しました。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第２章 今治市の障がい者（児）を取り巻く現状
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第２章 今治市の障がい者（児）を取り巻く現状 
 

１ 人口等の推移 
 

（１）人口について 

 

本市の平成 31 年 3 月 31 日現在の総人口は、159,290 人となっており、平成 26 年度

から平成 30 年度にかけて減少が続いています。また、総人口に占める 65 歳以上人口の割

合（高齢化率）は、平成 26 年度の 32.2％から平成３0 年度の 34.5％へと増加し、高齢化

が進んでいます。 

 
■ 総人口と年齢３区分人口の推移、高齢化率               単位：人、％ 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度

年少人口 
（0～14 歳） 

19,468 19,134 18,799 18,358 17,905 

生産年齢人口 
（15～64 歳） 

92,655 91,091 89,363 87,860 86,426 

高齢者人口 
（65 歳以上） 

53,163 54,097 54,673 54,875 54,959 

総人口 165,286 164,322 162,835 161,094 159,290 

高齢化率 32.2% 32.9% 33.6% 34.1% 34.5%

 

 
【資料】今治市住民基本台帳（各年度 3 月 31 日現在） 

※平成 29 年度は年齢不詳を 1 人含む 

  

19,468  19,134  18,799  18,358  17,905 

92,655  91,091  89,363  87,860  86,426 

53,163  54,097  54,673  54,875  54,959 

165,286  164,322  162,835 
161,094  159,290 

32.2% 32.9% 33.6%

34.1% 34.5%

0.0%
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40.0%

0
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200,000

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳）

高齢者人口（65歳以上） 高齢化率

（人）
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（２）世帯について 

 

世帯数と１世帯あたり人口をみると、世帯数は、平成 26 年度から平成 30 年度にかけて

緩やかな増加傾向となっています。 

一方で１世帯あたり人口は毎年減少しており、平成 26 年度には 2.19 人でしたが、平成

30 年度では 2.09 人となっています。 

 
■ 世帯数と１世帯あたりの人口                       単位：人 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度

世帯数 75,359 76,056 76,206 76,209 76,245 

人口 165,286 164,322 162,835 161,094 159,290 

1 世帯当たり人口 2.19 2.16 2.14 2.11 2.09

 

 
【資料】今治市住民基本台帳（各年度 3 月 31 日現在） 

  

75,359  76,056  76,206  76,209  76,245 

165,286  164,322  162,835  161,094  159,290 

2.19
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50,000
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150,000

200,000

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

世帯数 人口 1世帯当たり人口

（人／世帯）（世帯、人）
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２ 障がいのある人の状況等 
 

（１）障害者手帳所持者の推移（全体） 

 

障害者手帳所持者（全体）の推移をみると、平成 26 年度から平成 29 年度までは減少し

ていますが、平成 30 年度にかけては増加に転じています。 

手帳種別ごとの推移をみると、身体障害者手帳所持者は減少が続いていますが、療育手帳

所持者と精神障害者保健福祉手帳所持者は増加傾向となっています。 

障害者手帳所持者合計の総人口に占める割合は、各年度とも 6.4％～6.5％とほぼ同じ割

合で推移しています。 

 
■ 障害者手帳所持者の推移                           単位：人 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度

身体障害者手帳 8,227 8,115 7,908 7,673 7,629

療育手帳 1,339 1,334 1,370 1,401 1,427

精神障害者 

保健福祉手帳 992 1,067 1,117 1,178 1,298

障害者手帳所持者合計 10,558 10,516 10,395 10,252 10,354

手帳所持者合計／総人口 6.4% 6.4% 6.4% 6.4% 6.5%

 

 
【資料】今治市障がい福祉課（各年度 3 月 31 日現在） 

  

8,227 8,115 7,908 7,673 7,629

1,339 1,334 1,370 1,401 1,427

992 1,067 1,117 1,178 1,298

10,558 10,516 10,395 10,252 10,354

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳

（人） （※）総人口

165,286 164,322 162,835 161,094 159,290

（77.9%）
（73.7%）（74.8%）（76.1%）（77.2%）

（12.7%）

（13.8%）（13.7%）（13.2%）
（12.7%）

（9.4%）
（12.5%）（11.5%）（10.7%）（10.1%）
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（２）身体障害者手帳所持者の状況 

 

身体障害者手帳所持者の推移をみると、平成 26 年度から平成 30 年度にかけて、減少が

続いています。 

年齢別にみると、すべての年度で 65 歳以上の割合が最も高くなっています。平成 30 年

度の身体障害者手帳所持者の 65 歳以上の割合は 78.5％であり、身体障害者手帳所持者に

おいては、65 歳以上の人の割合が非常に高くなっています。 

 
■ 身体障害者手帳所持者の推移（年齢別）                     単位：人 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度

0～17 歳 99 93 85 81 82

18～64 歳 1,902 1,793 1,688 1,591 1,558

65 歳以上 6,226 6,229 6,135 6,001 5,989

手帳所持者合計 8,227 8,115 7,908 7,673 7,629

手帳所持者合計／総人口 5.0% 4.9% 4.9% 4.8% 4.8%

 

 

 
【資料】今治市障がい福祉課（各年度 3 月 31 日現在） 

  

99 93 85 81 82
1,902 1,793 1,688 1,591 1,558

6,226  6,229 6,135 6,001 5,989

8,227 8,115 7,908 7,673 7,629

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

0～17歳 18～64歳 65歳以上

（人）

（75.7%）

（1.1%）（1.1%）（1.1%） （20.4%）（21.3%）（22.1%）（23.1%）

（78.5%）（78.2%）
（77.6%）（76.8%）

（1.2%） （1.1%）
（20.7%）
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等級別にみると、すべての年度において、1・2 級の重度障がいの人が半数以上を占めて

います。 

 
■ 身体障害者手帳所持者数の推移（等級別）                   単位：人 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度

1 級 2,935 2,915 2,861 2,772 2,768

2 級 1,565 1,554 1,505 1,441 1,433

3 級 1,186 1,134 1,085 1,051 1,047

4 級 1,724 1,694 1,640 1,620 1,566

5 級 388 382 375 364 380

6 級 429 436 442 425 435

合計 8,227 8,115 7,908 7,673 7,629

【資料】今治市障がい福祉課（各年度 3 月 31 日現在） 

 

 障がい別にみると、すべての年度において、肢体不自由の人が最も多くなっていますが、

近年は内部障がいの人の比率が高くなっています。 

 
■ 身体障害者手帳所持者数の推移（障がい別）                   単位：人 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度

視覚障がい 602 588 571 546 561

聴覚・平衡機能障がい 641 645 646 630 619

音声・言語障がい 
そしゃく機能障がい 

71 72 71 70 73

肢体不自由 4,343 4,224 4,068 3,897 3,811

内部障がい 2,570 2,586 2,552 2,530 2,565

合計 8,227 8,115 7,908 7,673 7,629

【資料】今治市障がい福祉課（各年度 3 月 31 日現在）
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（３）療育手帳所持者の状況 

 

療育手帳所持者は、他の障害者手帳所持者に比べて、0～17 歳の割合が高く、65 歳

以上の割合が低いことが特徴となっています。知的障がいは発達期（おおむね 18 歳未

満）において現れるものであるため、下表のような年齢別所持者数の割合となっていま

すが、今後は手帳所持者の年齢が上昇するとともに年齢別の人口比も徐々に変化してい

くと考えられます。 

 
■ 療育手帳所持者数の推移（年齢別）                      単位：人 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度

0～17 歳 329 336 352 369 377

18～64 歳 894 884 893 903 920

65 歳以上 116 114 125 129 130

手帳所持者合計 1,339 1,334 1,370 1,401 1,427

手帳所持者合計／総人口 0.8% 0.8% 0.8% 0.9% 0.9%

 

※年齢別にみた人口に占める療育手帳所持者の割合 
 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度

64 歳以下人口に 
占める割合 

1.1% 1.1% 1.2% 1.2% 1.2%

65 歳以上人口に 
占める割合 

0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%

 

 
【資料】今治市障がい福祉課（各年度 3 月 31 日現在） 
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療育手帳所持者は増加傾向にあり、特に B（中軽度）に該当する人が増加していま

す。 

 
■ 療育手帳所持者数の推移（程度別）                      単位：人 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度

A（重度） 655 625 626 611 606

B（中軽度） 684 709 744 790 821

合計 1,339 1,334 1,370 1,401 1,427

【資料】今治市障がい福祉課（各年度 3 月 31 日現在） 
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（４）精神障がいのある人の状況 

 

ア 精神障害者保健福祉手帳所持者の状況 

 

精神障害者保健福祉手帳所持者の推移をみると、年々増加しており、増加率も上昇してい

ます。手帳所持者数は、平成 30 年度には平成 26 年度の約 1.3 倍と大きく増加しています。 

 
■ 精神障害者保健福祉手帳所持者の推移（年齢別）                 単位：人 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度

0～17 歳 3 6 10 17 22

18～64 歳 821 856 883 927 1,031

65 歳以上 168 205 224 234 245

手帳所持者合計 992 1,067 1,117 1,178 1,298

手帳所持者合計／総人口 0.6% 0.6% 0.7% 0.7% 0.8%

平成 25 年度（973 人）

からの増加率 
2.0% 9.7% 14.8% 21.1% 33.4%

 

 
【資料】今治市障がい福祉課（各年度 3 月 31 日現在） 
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（18.9%）

（79.0%）
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（0.3%） （1.4%）

（80.2%）
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等級別では、2 級、3 級で大きく増加しています。 

 
■ 精神障害者保健福祉手帳所持者の推移（等級別）                 単位：人 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度

1 級 89 90 93 99 96

2 級 781 822 857 914 1,025

3 級 122 155 167 165 177

合計 992 1,067 1,117 1,178 1,298

【資料】今治市障がい福祉課（各年度 3 月 31 日現在） 

 

イ 自立支援医療費（精神通院）受給者の状況 

 

自立支援医療費（精神通院）受給者数の推移をみると、年々増加しており、増加率も上昇

しています。受給者数は平成 30 年度には平成 26 年度の約 1.4 倍と大きく増加していま

す。 

 
■ 自立支援医療費（精神通院）受給者の推移                    単位：人 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度

受給者数 2,150 2,156 2,333 2,805 3,032

平成25 年度（2,131 人）

からの増加率 
0.9% 1.2% 9.5% 31.6% 42.3%

【資料】今治市障がい福祉課（各年度 3 月 31 日現在） 
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（５）発達障がいのある人の状況 

 

発達障がいは「自閉症、アスペルガー症候群、その他広汎性発達障害、学習障害、注

意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢に

おいて発現するもの」（発達障害者支援法 第 2 条）と定義されています。 

 発達障がいのある人の人数を把握することは困難ですが、平成 28 年に厚生労働省が実

施した「生活のしづらさなどに関する調査（全国在宅障害児・者等実態調査）」によると、

全国で、「医師から発達障害と診断された者の数（推計値）」は 48.1 万人であり、そのう

ち、障害者手帳所持者（身体・療育・精神）の割合は 76.5％でした。平成 23 年の同調査

では、31.8 万人であったことから、約 26％の増加が見られます。 

 本市においても、医師から発達障がいと診断される人、その可能性のある人が増加する

ことが予測されます。発達障がいのある人への支援は早期発見、早期対応により、円滑な

地域での生活が期待できるため、今治市発達支援センターにおいて、心身の発達に不安の

ある人やその家族の相談等を受け、必要に応じて関係機関との調整を行っています。 

 

（６）難病患者の状況 

 

平成 25 年 4 月に施行された障害者総合支援法では、障がい者の定義に新たに難病等

が追加され、難治性疾患克服研究事業の対象となる 130 疾病と関節リウマチの人が障害

福祉サービス等の対象となりました。その後、数回にわたり対象となる疾病の範囲が拡

大され、令和元年 7 月 1 日より 361 疾病が障害福祉サービス等の対象となっていま

す。 

症状の変動等により、身体障害者手帳の取得ができなかった難病患者等の人について

も、必要と認められる場合、障害福祉サービス等が利用できるようになっています。 
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３ 特別支援学校・特別支援学級等の状況 
 

（１）特別支援学校の状況 

 

今治特別支援学校の在籍者数は、全体でみると減少傾向にありますが、小学部は増加して

います。平成 30 年度の在籍者数合計は 259 人となっています。 

高等部卒業生数については、年度によって変動がありますが、平成 26 年度から平成 30

年度にかけて減少しており、平成 30 年度の卒業生は 35 人でした。また、卒業生の進路は、

福祉的就労が最も多く、平成 30 年度では 18 人となっています。 
 

 

■ 今治特別支援学校の在籍者数                        単位：人 

  平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度

小学部 ７８ ７５ ７５ ８５ ９３

中学部 ６３ ５４ ５４ ５５ ５５

高等部 １３７ １３９ １２７ １２３ １１１

合計 ２７８ ２６８ ２５６ ２６３ ２５９

【資料】愛媛県立今治特別支援学校（各年度 3 月 31 日現在） 

※本市以外の児童・生徒も含まれています。 

 

 ■ 今治特別支援学校（高等部）の卒業生の進路                  単位：人 

  平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度

進学 

（大学・専修学校等） 
０ ０ ０ ０ １

進学 

（公共職業訓練施設等）
０ ０ ０ ０ １

就職 

（一般就労） 
１３ ５ １４ １４ ７

福祉的就労 ２４ ２７ １４ ２９ １８

福祉的就労以外の 

入所・通所 
６ １２ １１ ８ ６

在宅・その他 ５ １ １ １ ２

計 ４８ ４５ ４０ ５２ ３５

【資料】愛媛県立今治特別支援学校（各年度 3 月 31 日現在） 

※福祉的就労：就労継続支援（A 型、B 型）、就労移行支援、その他の福祉的就労等 

※福祉的就労以外の入所・通所：施設入所、生活介護、療養介護、自立訓練等 

※在宅・その他：居宅介護、重度訪問介護等 

※本市以外の生徒も含まれています。 
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（２）特別支援学級等の状況 

 

特別支援学級の在籍者数は、小学校、中学校ともに増加傾向となっています。平成 30 年

度では小学校 212 人、中学校 100 人となっています。 

通級指導教室の在籍者数についても、小学校、中学校ともに増加傾向となっています。平

成 30 年度では小学校 64 人、中学校 23 人となっています。 
 

 ■ 特別支援学級の在籍者数                          単位：人 

  平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度

小学校 163 169 179 195 212

中学校 75 66 80 86 100

合計 238 235 259 281 312

【資料】今治市学校教育課（各年度 5 月 1 日現在） 

 

 ■ 通級指導教室の在籍者数                          単位：人 

  平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度

小学校 57 62 46 53 64

中学校 8 13 16 21 23

計 65 75 62 74 87

【資料】今治市学校教育課（各年度 3 月 31 日現在） 
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４ 障害者手帳所持者向けアンケート調査 
 

（１）調査概要 

 

・調査の時期：令和元年 7 月 22 日～8 月 5 日 

・調査対象者：市内の 65 歳未満の身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者、 

精神障害者保健福祉手帳所持者、及びその保護者 

・抽出方法 ：無作為抽出 

・調査方法 ：郵送により調査票を配布・回収 

・配布数  ：1,000 件、回収数： 392 件（回収率 39.2％） 

 

【留意点】 

 ・グラフは原則として回答者の割合（百分率）で表現しています。 

・グラフ及び表中のｎ（number of case）は、割合算出の母数を示しています。 

・割合による集計では、回答者数を 100.0％として算出し、本文及び図表の数字に関して

は、すべて小数点第 2 位以下を四捨五入し、小数点第 1 位までを表記します。このた

め、割合の合計が 100.0％とならない場合があります。 

・複数回答の場合、割合の合計が 100.0％を超える場合があります。 

・所持手帳別の集計においては、重複して障害者手帳を所持する人、所持手帳不明の人が

いるため、全体数と所持手帳別の合計数が一致していません。 
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（２）調査結果概要 

 

 ア 生活について 

  ■ 生活している場所について 

生活している場所について、全体では「持ち家」が 61.5％と最も高く、次いで「民間

賃貸住宅」が 18.6％となっています。 

所持手帳別にみると、いずれにおいても「持ち家」が最も高く、次いで「民間賃貸住

宅」となっており、同じ傾向が見られました。 

  

 【全体】 

 
 

 【所持手帳別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

61.5%

18.6%

6.4%

0.3%

2.6%

4.3%

0.5%

2.3%

1.3%

2.3%

0% 20% 40% 60%

持ち家

民間賃貸住宅

公営住宅

社宅・官舎など

グループホーム

障害者（児）支援施設

高齢者関係施設

病院・診療所（入院中）

その他

無回答

392 n=

69.8%

13.8%

3.2%

0.0%

1.1%

5.3%

1.1%

3.7%

0.5%

1.6%

0% 20% 40% 60% 80%

身体障害者手帳

（ｎ＝189）

持ち家

民間賃貸住宅

公営住宅

社宅・官舎など

グループホーム

障害者（児）支援施設

高齢者関係施設

病院・診療所（入院中）

無回答

その他

56.6%

16.1%

6.3%

0.7%

5.6%

7.7%

0.0%

3.5%

0.7%

2.8%

0% 20% 40% 60% 80%

療育手帳

（ｎ＝143）

53.5%

26.3%

11.1%

0.0%

2.0%

0.0%

0.0%

2.0%

4.0%

1.0%

0% 20% 40% 60% 80%

精神障害者保健福祉手帳

（ｎ＝99）



第２章 今治市の障がい者（児）を取り巻く現状    

27 

 

 

 ■ 主に誰から援助等を受けているかについて 

主に誰から援助等を受けているかについて、全体では上位から「親」39.5％、「介助・

介護は受けていない」22.4％、「配偶者」11.7％となっています。 

年齢別にみると、「30～39 歳」「40～49 歳」において、「親」の割合が高くそれぞれ

66.7％、37.9％となっています。「50～59 歳」においても、17.0％となっています。

 

 【全体・年齢別】 

 
 

課題等  

・持ち家や民間賃貸住宅で生活している人の割合が高いため、訪問系サービスや日中活

動系サービスの充実が求められます。 

・障がいのある本人が 30 歳代、40 歳代であっても、主に援助や手助け、介護、看護

をしている人が親である割合が高くなっており、援助をする人の高齢化が進んでい

ると考えられます。 

・介助や介護を受けていない人の割合も、全体では 22.4％となっています。適切な支

援につながっていない可能性もあるので、啓発や相談支援体制の充実を図る必要が

あります。また、現在は介助や介護を必要としないが、今後、年齢が上がるとともに

必要となる人が多くなることも想定されます。 

   

11.7%

6.7%

8.0%

21.6%

22.6%

39.5%

94.6%

60.9%

66.7%

37.9%

17.0%

4.8%

2.6%

4.5%

8.1%

4.8%

2.2%

1.7%

9.2%

5.7%

6.5%

10.7%

6.5%

8.3%

9.2%

12.5%

19.4%

22.4%

2.7%

23.9%

15.0%

31.0%

26.1%

25.8%

3.8%

2.7%

4.3%

9.1%

4.8%

4.3%

2.2%

1.7%

4.6%

3.4%

8.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（ｎ＝392）

0～17歳

（ｎ＝37）

18～29歳

（ｎ＝46）

30～39歳

（ｎ＝60）

40～49歳

（ｎ＝87）

50～59歳

（ｎ＝88）

60～64歳

（ｎ＝62）

配偶者 親

子・孫 兄弟・姉妹

ホームヘルパー、施設・病院の職員 介助・介護は受けていない

その他 無回答
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 イ 障がいのある人の権利について 

  ■ 障がいがあることで、差別を受けたり、いやな思いをしたことがあるかについて 

差別等を受けたことがあるかについて、全体では「ある」47.7％、「ない」47.2％と

なっています。 

所持手帳別にみると、身体障害者手帳所持者では「ある」46.0％、「ない」48.1％、

療育手帳所持者では「ある」44.8％、「ない」48.3％、精神障害者保健福祉手帳所持者

では「ある」55.6％、「ない」41.4％となっています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者では「ある」の割合が他の手帳所持者よりも高くなっ

ており、半数を超えています。 

 

 【全体・所持手帳別】 

 

 
 

  ■ 差別やいやな思いは、どのような時に感じたかについて 

差別等について「ある」と回答した人への質問で、どのような時に感じたかについて

は、「自分の障がいに対して理解されていないと感じた」が 56.7％と最も高く、次いで

「直接、偏見的・差別的な発言をされた、又は態度をされた」が 48.1％となっていま

す。 

所持手帳別にみると、いずれにおいても「自分の障がいに対して理解されていないと

感じた」が最も高く、次いで「直接、偏見的・差別的な発言をされた、又は態度をされ

た」となっており、同じ傾向が見られました。 

 
 

  

47.7%

46.0%

44.8%

55.6%

47.2%

48.1%

48.3%

41.4%

5.1%

5.8%

7.0%

3.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（ｎ＝392）

身体障害者手帳

（ｎ＝189）

療育手帳

（ｎ＝143）

精神障害者保健福祉手帳

（ｎ＝99）

ある ない 無回答
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 【全体】 

 
 

【所持手帳別】 

 

  

21.9%

28.9%

11.2%

16.0%

9.6%

56.7%

48.1%

7.5%

4.3%

0% 20% 40% 60%187 n=

十分、話を聞いてもらえなかった

自分の意向や希望を聞いてもらえなかったり、

又は尊重されなかった

利用を断られた、又は利用にあたり条件を付けられた

自分の障がいに対応する設備・施設（階段、エレベーター、

スロープ、トイレ、休憩所、利用案内、駐車場など）が

なかった、又は配慮されたものではなかった

困ったときに周りの人の手助けが

なかった、又は断られた

自分の障がいに対して理解されていないと感じた

直接、偏見的・差別的な発言をされた、又は態度をされた

その他

無回答

18.8%

20.3%

12.5%

10.9%

6.3%

56.3%

56.3%

4.7%

6.3%

0% 20% 40% 60% 80%

療育手帳

（ｎ＝64）

36.4%

36.4%

18.2%

10.9%

7.3%

69.1%

40.0%

7.3%

1.8%

0% 20% 40% 60% 80%

精神障害者保健福祉手帳

（ｎ＝55）

17.2%

28.7%

9.2%

28.7%

13.8%

49.4%

47.1%

8.0%

1.1%

0% 20% 40% 60% 80%

身体障害者手帳

（ｎ＝87）

十分、話を聞いてもらえなかった

自分の意向や希望を聞いてもらえなかったり、

又は尊重されなかった

利用を断られた、又は利用にあたり条件を付けられた

自分の障がいに対応する設備・施設（階段、エ

レベーター、スロープ、トイレ、休憩所、利用案

内、駐車場など）がなかった、又は配慮された

ものではなかった

困ったときに周りの人の手助けが

なかった、又は断られた

自分の障がいに対して理解されていないと感じた

直接、偏見的・差別的な発言を

された、又は態度をされた

その他

無回答
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課題等  

・全体の 47.7％の人が差別を受けたり、いやな思いをしたことがあると回答していま

す。 

・周囲の偏見や配慮不足については、障がいへの理解不足が原因の一つと考えられま

す。理解不足解消のために、啓発や教育、交流の充実が課題といえます。 
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 ウ 悩み事、困り事について 

  ■ 現在の悩みについて 

現在の悩み事については、上位から「将来の生活のこと」50.0％、「経済的なこと（お

金のこと）」43.6％、「健康や体力のこと」41.6％となっています。 

 
 【全体】 

 
  

43.6%

41.6%

4.6%

21.9%

4.6%

9.2%

7.9%

7.9%

50.0%

8.2%

4.3%

11.2%

14.3%

7.1%

3.3%

2.6%

0% 20% 40% 60%

経済的なこと（お金のこと）

健康や体力のこと

進学や学校のこと

就職や仕事のこと

育児や教育のこと

医療的ケアのこと

住んでいる家の環境のこと

（住宅確保を含む)

福祉サービスのこと

将来の生活のこと

生きがいや楽しみのこと

恋愛や結婚のこと

周囲の障がいに対する理解

地震などの災害のこと

悩みはとくにない

その他

無回答

392 n=
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  ■ 悩み事、困り事の相談先について 

困りごとの相談先については、上位から「家族・親族」67.3％、「病院や診療所」33.9％、

「友人・知人」26.8％となっています。 

 

【全体】 

 
 

 

 

 

 

  

67.3%

26.8%

15.6%

1.0%

15.6%

19.9%

6.6%

5.1%

33.9%

3.1%

1.0%

6.4%

6.1%

8.9%

4.1%

3.3%

0% 20% 40% 60%

家族・親族

友人・知人

市役所・各支所

県の機関

相談支援事業所（相談支援専門員）

障害福祉サービス提供事業者、施設の職員

社会福祉協議会

教育機関（学校、幼稚園、保育所など）

病院や診療所

障がい当事者団体、患者団体、家族会

民生・児童委員、地域の役員

職場の上司や同僚

相談したいが、どこ（誰）にも相談できない

相談先がわからない

その他

無回答

392 n=
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  ■ 相談支援体制への希望について 

相談支援体制への希望について、全体では「どこに相談したらよいかわかりやすくし

てほしい」が 60.5％と最も高く、次いで「身近な地域で相談できるようにしてほしい」

が 27.6％、「相談員（相談支援専門員、行政職員など）の質を向上させてほしい」が

25.3％となっています。 

 
 

課題等  

・困りごとの相談先で、家族・親族の割合が高くなっています。障がいのある本人だけ

でなく、家族等への相談支援体制の充実が課題といえます。 

・相談支援体制への希望で、どこに相談したらよいかわかりやすくしてほしいと回答し

た人が多くなっています。わかりやすい体制づくりと周知が課題といえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

60.5%

27.6%

19.6%

17.1%

10.7%

25.3%

7.1%

10.5%

0% 20% 40% 60%

どこに相談したらよいか

分かりやすくしてほしい

身近な地域で相談できるようにしてほしい

休日・夜間相談ができるようにしてほしい

相談窓口を一本化してほしい

自宅などへの訪問相談を行ってほしい

相談員（相談支援専門員、行政職員など）の

質を向上させてほしい

その他

無回答

392 n=
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エ 情報提供・取得方法について 

  ■ 日頃必要としている生活や福祉に関する情報の発信元について 

生活や福祉に関する情報の発信元について、全体では上位から「市役所・各支所」

41.3％、「マスコミ（新聞、テレビ、ラジオなど）」40.1％、「病院や診療所」35.2％と

なっています。 

 
 

  ■ 情報の取得方法について 

生活や福祉に関する情報の取得方法について、全体では上位から「広報紙」39.3％、

「テレビ」37.8％、「インターネット（特にスマートフォンやタブレットなどの携帯端

末）」25.5％となっています。 

所持手帳別にみると、身体障害者手帳所持者では上位から「広報紙」44.4％、「テレ

ビ」38.1％、「インターネット（特にスマートフォンやタブレットなどの携帯端末）」

25.9％となっています。療育手帳所持者では上位から「テレビ」35.0％、「広報誌」と

「インターネット（特にスマートフォンやタブレットなどの携帯端末）」がともに

26.6％、「面談・面接」22.4％となっています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者では上位から「広報紙」40.4％、「テレビ」35.4％、

「面談・面接」23.2％となっています。 

療育手帳所持者と精神障害者保健福祉手帳所持者において、「面談・面接」が上位に入

っています。 

40.1%

41.3%

5.1%

16.1%

21.7%

8.2%

4.8%

35.2%

7.7%

1.8%

4.1%

9.9%

5.6%

0% 20% 40%

マスコミ（新聞、テレビ、ラジオなど）

市役所・各支所

県の機関

相談支援事業所（相談支援専門員）

障害福祉サービス提供事業者、施設の職員

社会福祉協議会

教育機関（学校、幼稚園、保育所など）

病院や診療所

障がい当事者団体、患者団体、家族会

民生・児童委員、地域の役員

職場

その他

無回答

392 n=



第２章 今治市の障がい者（児）を取り巻く現状    

35 

 

 

 【全体】 

 
 

【所持手帳別】 

 

  

39.3%

0.5%

25.5%

12.0%

0.5%

21.7%

37.8%

5.1%

6.6%

16.6%

6.4%

7.7%

8.7%

0% 20% 40%

広報紙

録音・点字図書

インターネット（特にスマートフォンや

タブレットなどの携帯端末）

インターネット（特にパソコン端末）

電子メール

新聞

テレビ

ラジオ

本・雑誌

面接・面談

電話・ファックス

その他

無回答

392 n=

44.4%

0.5%

25.9%

14.8%

0.0%

22.8%

38.1%

4.2%

7.9%

12.2%

5.8%

5.8%

6.9%

0% 20% 40% 60%

身体障害者手帳

（ｎ＝189）

広報紙

録音・点字図書

インターネット（特にスマートフォンや

タブレットなどの携帯端末）

インターネット（特にパソコン端末）

電子メール

新聞

テレビ

ラジオ

無回答

本・雑誌

面接・面談

電話・ファックス

その他

26.6%

0.0%

26.6%

9.8%

0.7%

19.6%

35.0%

2.1%

3.5%

22.4%

8.4%

9.1%

11.9%

0% 20% 40% 60%

療育手帳

（ｎ＝143）

40.4%

1.0%

21.2%

11.1%

1.0%

20.2%

35.4%

9.1%

8.1%

23.2%

9.1%

8.1%

8.1%

0% 20% 40% 60%

精神障害者保健福祉手帳

（ｎ＝99）
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課題等  

・必要としている情報の発信元では、市役所・各支所の割合が高く、取得方法では、広

報紙の割合が高くなっています。市からの広報紙等によるわかりやすい情報発信が

求められています。 

・情報の取得方法では、療育手帳所持者と精神障害者保健福祉手帳所持者において、面

談・面接が上位に入っています。情報を発信する際には、それぞれの障がい特性に応

じた配慮を行うことが重要となります。 
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オ 療育・保育・教育について 

  ■ 充実してほしい保健・医療・福祉サービスについて 

今後、充実してほしい保健・医療・福祉サービスについては、上位から「日常的スキ

ルやストレス対応、社会的なスキルなどを身につけるサポートをしてくれるところ」

62.2％、「学習をサポートしてくれるところ」37.8％、「放課後や夏休みなどの長期休

暇中に支援してくれるところ」と「子どもの病状や心身の状態について安心して相談で

きる体制」がともに 35.1％となっています。 

 

 【全体】 

 
  

32.4%

13.5%

35.1%

37.8%

62.2%

29.7%

35.1%

2.7%

0.0%

0% 20% 40% 60%

居宅介護や重度障害者包括支援、

緊急時の一時預かり（ショートステイ）

などの障害福祉サービスの充実

身近なところで受診できる医療機関、

医師や看護師、専門職による訪問指導・

ケアの充実などの医療体制の充実

放課後や夏休みなどの

長期休暇中に支援してくれるところ

学習をサポートしてくれるところ

日常的スキルやストレス対応、

社会的なスキルなどを身につける

サポートをしてくれるところ

子どものサービス利用や選択のための

判断をサポートしてくれる仕組み

子どもの病状や心身の状態について

安心して相談できる体制

その他

無回答

37 n=
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  ■ 保育・教育環境への希望について 

保育・教育環境で今後希望することについては、上位から「保育所・幼稚園・小学校・

中学校・高等学校などにおける支援の引継ぎや連携」51.4％、「障がい内容・程度にあ

った保育・教育の充実」48.6％、「日常的な相談支援体制の充実」と「保育や教職員の

障がいに対する理解」がともに 37.8％となっています。 

 

 【全体】 

 
 

課題等  

・保育や教育の充実のためには、保育所・幼稚園・小学校・中学校・高等学校などにお

ける支援の引継ぎや連携が課題といえます。 

・学校のハード面及びソフト面での障がいへの理解と対応が求められています。 

  

37.8%

27.0%

10.8%

48.6%

2.7%

37.8%

32.4%

0.0%

5.4%

51.4%

5.4%

2.7%

0.0%

0% 20% 40% 60%

日常的な相談支援体制の充実

入学前・卒業後の進路相談

希望した学校・進路への進学の確保

障がい内容・程度にあった保育・教育の充実

施設の設備やバリアフリー化

保育や教職員の障がいに対する理解

他の保護者、児童・生徒の

障がいに対する理解

障がいのない子どもとの交流

保育所・幼稚園・学校での十分な

介助体制（医療的ケアを含む）

保育所・幼稚園・小学校・中学校・高等学校

などにおける支援の引継ぎや連携

放課後における学童保育の実施

その他

無回答

37 n=
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カ 就労について 

  ■ 日中の過ごし方について 

日中の生活について、全体では上位から「家で過ごしている」27.8％、「パート・ア

ルバイトなどとして、会社（企業・団体など）に勤めている」14.8％、「障害福祉サー

ビス事業所（就労移行支援・就労継続支援など）で働いている」13.3％となっています。

所持手帳別にみると、身体障害者手帳所持者では上位から「家で過ごしている」

28.6％、「正社員として、会社（企業・団体など）に勤めている」16.4％、「パート・ア

ルバイトなどとして、会社（企業・団体など）に勤めている」15.9％となっています。

療育手帳所持者では上位から「障害福祉サービス事業所（就労移行支援・就労継続支援

など）で働いている」20.3％、「学校に通っている」18.9％、「家で過ごしている」14.7％

となっています。精神障害者保健福祉手帳所持者では上位から「家で過ごしている」

43.4％、「障害福祉サービス事業所（就労移行支援・就労継続支援など）で働いている」

19.2％、「家事・育児・介護をしている」13.1％となっています。 

 

 【全体】 

 
  

10.7%

14.8%

1.8%

1.0%

13.3%

7.1%

7.9%

1.3%

6.1%

27.8%

7.1%

10.5%

0% 10% 20% 30%

正社員として、

会社（企業・団体など）に勤めている

パート・アルバイトなどとして、

会社（企業・団体など）に勤めている

自営業を営んでいる

在宅勤務・内職や家業の手伝いをしている

障害福祉サービス事業所（就労移行支援・

就労継続支援など）で働いている

障害福祉サービス事業所

（生活介護事業所など）に通っている

学校に通っている

高齢者施設の通所サービスや

病院のデイケアなどに通っている

家事・育児・介護をしている

家で過ごしている

その他

無回答

392 n=
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【所持手帳別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

16.4%

15.9%

3.2%

1.6%

6.3%

6.9%

3.7%

1.6%

6.3%

28.6%

9.0%

11.6%

0% 20% 40% 60%

身体障害者手帳

（ｎ＝189）

正社員として、

会社（企業・団体など）に勤めている

パート・アルバイトなどとして、

会社（企業・団体など）に勤めている

自営業を営んでいる

在宅勤務・内職や家業の手伝いをしている

障害福祉サービス事業所（就労移行支援・

就労継続支援など）で働いている

障害福祉サービス事業所

（生活介護事業所など5以外）に通っている

学校に通っている

高齢者施設の通所サービスや

病院のデイケアなどに通っている

無回答

家事・育児・介護をしている

家で過ごしている

その他

3.5%

14.0%

0.0%

0.0%

20.3%

12.6%

18.9%

0.0%

0.7%

14.7%

7.0%

11.9%

0% 20% 40% 60%

療育手帳

（ｎ＝143）

5.1%

12.1%

1.0%

1.0%

19.2%

5.1%

2.0%

2.0%

13.1%

43.4%

7.1%

7.1%

0% 20% 40% 60%

精神障害者保健福祉手帳

（ｎ＝99）
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  ■ 必要な就労支援について 

障がい者の就労支援に必要なことについて、全体では上位から「障がいの状態や程度

にあった職種が増えること」48.5％、「企業などにおける障がい者雇用への理解及び雇

用の拡大」36.7％、「職場の上司や同僚などの障がいに対する理解」36.0％となってい

ます。 

所持手帳別にみると、身体障害者手帳所持者では上位から「障がいの状態や程度にあ

った職種が増えること」53.4％、「企業などにおける障がい者雇用への理解及び雇用の

拡大」38.6％、「職場の上司や同僚などの障がいに対する理解」32.3％となっています。

療育手帳所持者では上位から「障がいの状態や程度にあった職種が増えること」48.3％、

「職場の上司や同僚などの障がいに対する理解」36.4％、「企業などにおける障がい者

雇用への理解及び雇用の拡大」35.0％となっています。精神障害者保健福祉手帳所持者

では上位から「障がいの状態や程度にあった職種が増えること」42.4％、「職場の上司

や同僚などの障がいに対する理解」39.4％、「企業などにおける障がい者雇用への理解

及び雇用の拡大」33.3％となっています。 

 

【全体】 

 
  

12.8%

36.7%

48.5%

36.0%

9.9%

25.0%

25.5%

12.2%

4.1%

11.2%

0% 20% 40%

企業ニーズにあった

就労訓練の充実

企業などにおける障がい者雇用

への理解および雇用の拡大

障がいの状態や程度にあった

職種が増えること

職場の上司や同僚などの

障がいに対する理解

バリアフリーなどの勤務場所

における設備の配慮

短時間勤務や勤務日数

などの勤務条件の配慮

就労後のフォローなど職場と

生活面での支援機関との連携

わからない

その他

無回答

392 n=
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【所持手帳別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題等  

・就労支援に必要なこととして、障がいの状態や程度にあった職種が増えることという

回答が最も多くなっています。障がいの状態や程度に応じた幅広い職種の確保や企

業側の柔軟な受け入れ体制の整備が課題といえます。 

・企業や職場の人に障がいへの理解を求める回答も多くなっています。企業や職場の人

のより深い理解が求められます。 

 

  

11.1%

38.6%

53.4%

32.3%

20.1%

25.4%

19.0%

8.5%

3.7%

12.2%

0% 20% 40% 60%

身体障害者手帳

（ｎ＝189）

企業ニーズにあった就労訓練の充実

企業などにおける障がい者雇用

への理解および雇用の拡大

障がいの状態や程度にあった

職種が増えること

職場の上司や同僚などの

障がいに対する理解

バリアフリーなどの勤務場所

における設備の配慮

短時間勤務や勤務日数

などの勤務条件の配慮

就労後のフォローなど職場と

生活面での支援機関との連携

わからない

無回答

その他

11.9%

35.0%

48.3%

36.4%

4.9%

17.5%

31.5%

13.3%

2.1%

15.4%

0% 20% 40% 60%

療育手帳

（ｎ＝143）

14.1%

33.3%

42.4%

39.4%

1.0%

31.3%

29.3%

18.2%

8.1%

6.1%

0% 20% 40% 60%

精神障害者保健福祉手帳

（ｎ＝99）
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キ 社会参加について 

  ■ どうすれば、社会活動にもっと参加しやすくなるかについて 

どうすれば、社会活動に参加しやすくなるかについては、上位から「一緒に活動を行

う仲間や団体、その活動に参加するための情報」30.9％、「特になし」27.0％、「施設の

利用料減免や活動費の助成などの経済的支援」26.3％となっています。 

 

【全体】 

 
  

14.0%

26.3%

12.5%

7.4%

30.9%

12.8%

11.7%

5.4%

27.0%

14.0%

0% 20% 40%

施設や公共交通機関のバリアフリー化

施設の利用料減免や

活動費の助成などの経済的支援

バリアフリーマップなど、障がいに対応した

情報の提供や問い合わせ方法の充実

介助者や手話通訳などの支援

一緒に活動を行う仲間や団体、

その活動に参加するための情報

スポーツ活動における、適切な指導者

芸術・文化活動における、

適切な指導者や相談窓口

その他

特になし

無回答

392 n=
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  ■ 外出時の移動手段について 

移動手段については、上位から「家族・知人が運転する自動車やバイク」49.7％、「徒

歩（車いすを含む）や自転車」42.6％、「自分が運転する自動車やバイク」36.5％とな

っています。 

 

【全体】 

 
 

  

42.6%

36.5%

49.7%

26.8%

1.5%

3.6%

14.8%

1.8%

3.8%

5.1%

0% 20% 40%

徒歩（車いすを含む）や自転車

自分が運転する自動車やバイク

家族・知人が運転する自動車やバイク

公共交通機関（バス、電車）

病院やスーパーマーケットの送迎バス

介助者が付き添う外出支援などのサービス

タクシー（介護タクシーを含む）

外出しない

その他

無回答

392 n=
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  ■ 街中の施設等でどのようにすれば外出しやすくなるかについて 

外出しやすくなるために必要なことについては、上位から「外出時に利用できるトイ

レや休憩所など必要なスペースなどを確保する」32.4％、「道路や駅、バス停などの案

内を障がいに配慮してわかりやすく表示する」28.1％、「障がい者用の駐車場をもっと

確保する」22.4％となっています。 

 

【全体】 

 
 

課題等  

・社会参加促進のためには、情報の提供、仲間づくりや経済的な支援が必要となります。

・現状、自家用車の利用の割合が高いが、市街地、島しょ部、山間部等の地理的条件が

多様な本市においては、適切な移動手段の確保が課題といえます。 

・障がいのある人が不便なく外出するために、道路や駅等でのわかりやすい表示、利用

しやすいトイレや休憩所の整備、障がい者用の駐車場の確保が必要です。 

  

28.1%

18.9%

20.9%

17.1%

22.4%

21.2%

4.6%

32.4%

9.9%

15.3%

0% 20% 40%

道路や駅、バス停などの案内を

障がいに配慮してわかりやすく表示する

外出先の地域・店舗の情報など、

外出に必要な情報を得られやすくする

低床の路線バスの増便や他の交通手段との

スムーズな連結など交通体制を整備する

介護タクシーを充実する

障がい者用の駐車場をもっと確保する

歩道や通路の幅、段差や

傾斜などを改善する

点字ブロックの整備（設置や修復）や

点字ブロック上の障害物を除去する

外出時に利用できるトイレや休憩所

など必要なスペースなどを確保する

その他

無回答

392 n=
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ク 災害対策について 

  ■ 災害時の避難について 

安全に避難できる環境にあるかについて、全体では「避難できる」46.2％、「避難で

きない」15.3％、「わからない」31.4％となっています。 

所持手帳別にみると、身体障害者手帳所持者では「避難できる」45.5％、「避難でき

ない」16.4％、「わからない」29.1％となっています。療育手帳所持者では「避難でき

る」45.5％、「避難できない」18.2％、「わからない」31.5％となっています。精神障

害者保健福祉手帳所持者では「避難できる」42.4％、「避難できない」13.1％、「わから

ない」39.4％となっています。 

 

 【全体・所持手帳別】 

 
 

  ■ 避難訓練への参加の有無について 

避難訓練への参加の有無については、「ある」15.1％、「ない」76.8％となっていま

す。 

 

 【全体】 

 
  

46.2%

45.5%

45.5%

42.4%

15.3%

16.4%

18.2%

13.1%

31.4%

29.1%

31.5%

39.4%

7.1%

9.0%

4.9%

5.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（ｎ＝392）

身体障害者手帳

（ｎ＝189）

療育手帳

（ｎ＝143）

精神障害者保健福祉手帳

（ｎ＝99）

避難できる 避難できない わからない 無回答

15.1% 76.8% 8.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

392 

ある ない 無回答

n=
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  ■ 避難訓練に参加したことがない理由について 

訓練に参加したことがないと回答した人への質問で、参加したことがない理由につい

ては、「訓練の案内（情報）がない」が 39.9％と最も高く、次いで「訓練がない」が 21.6％

となっています。 

 

 【全体】 

 
  

39.9%

21.6%

6.0%

7.3%

2.7%

10.0%

1.7%

7.3%

3.7%

0% 20% 40%

訓練の案内（情報）がない

訓練がない

障がい者の参加への配慮がない

他の参加者が気になり、

参加を見合わせている

訓練は必要ない

障がいの程度や体調により、

参加を見合わせている

介助者などの負担を考え、

参加を見合わせている

その他

無回答

301 n=
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  ■ 災害時に備えて必要な対策について 

災害時に備えて必要な対策について、全体では上位から「障がいのある方に配慮した

避難場所の確保」47.2％、「障がいの特性に配慮した災害情報の提供（災害の状況や避

難場所）」32.4％、「避難所生活におけるプライバシーを守る対策」31.4％となってい

ます。 

所持手帳別にみると、身体障害者手帳所持者では上位から「障がいのある方に配慮し

た避難場所の確保」51.3％、「避難するときの介助者や支援者の確保」35.4％、「医療

施設や医療設備の確保」33.9％となっています。療育手帳所持者では上位から「障がい

のある方に配慮した避難場所の確保」54.5％、「避難所生活におけるプライバシーを守

る対策」32.2％、「障がいの特性に配慮した災害情報の提供（災害の状況や避難場所）」

と「避難所での介助者や支援者の確保」がともに 30.8％となっています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者では上位から「障がいの特性に配慮した災害情報の提

供（災害の状況や避難場所）」36.4％、「避難所生活におけるプライバシーを守る対策」

34.3％、「医療施設や医療設備の確保」32.3％となっています。 

 

 【全体】 

 
  

32.4%

27.6%

47.2%

23.2%

31.4%

28.1%

8.9%

12.0%

2.6%

12.0%

0% 20% 40%

障がいの特性に配慮した災害情報の提供

（災害の状況や避難場所）

避難するときの介助者や支援者の確保

障がいのある方に配慮した避難場所の確保

避難場所での介助者や支援者の確保

避難所生活における

プライバシーを守る対策

医療施設や医療設備の確保

防災知識の普及・啓発

避難訓練の実施

その他

無回答

392 n=



第２章 今治市の障がい者（児）を取り巻く現状    

49 

 

 

 【所持手帳別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題等  

・訓練への参加率向上が課題といえます。 

・訓練等の情報の周知、周りの人の障がいへの理解により参加しやすい環境をつくるこ

とが重要です。 

・障がいのある人に配慮した避難場所の確保と、理解しやすい災害情報の提供が課題と

いえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30.2%

35.4%

51.3%

23.8%

27.5%

33.9%

6.3%

8.5%

1.1%

13.2%

0% 20% 40% 60%

身体障害者手帳

（ｎ＝189）

障がいの特性に配慮した災害

情報の提供（災害の状況や避難場所）

避難するときの介助者や支援者の確保

障がいのある方に配慮した避難場所の確保

避難場所での介助者や支援者の確保

避難所生活におけるプライバシーを守る対策

医療施設や医療設備の確保

防災知識の普及・啓発

避難訓練の実施

無回答

その他

30.8%

27.3%

54.5%

30.8%

32.2%

21.7%

5.6%

12.6%

2.1%

10.5%

0% 20% 40% 60%

療育手帳

（ｎ＝143）

36.4%

18.2%

30.3%

14.1%

34.3%

32.3%

16.2%

16.2%

5.1%

9.1%

0% 20% 40% 60%

精神障害者保健福祉手帳

（ｎ＝99）



   第２章 今治市の障がい者（児）を取り巻く現状 

50 

 

 

５ 一般市民向けアンケート調査 
 

（１）調査概要 

 

・調査の時期：令和元年９月２日～９月２０日 

・調査対象者：18 歳以上の一般市民 

・抽出方法：無作為抽出 

・調査方法：郵送により調査票を配布・回収 

・配布数：500 件、回収数：216 件（回収率 43.2％） 

 

【留意点】 

 ・グラフは原則として回答者の割合（百分率）で表現しています。 

・グラフ及び表中のｎ（number of case）は、割合算出の母数を示しています。 

・割合による集計では、回答者数を 100.0％として算出し、本文及び図表の数字に関して

は、すべて小数点第 2 位以下を四捨五入し、小数点第 1 位までを表記します。このた

め、割合の合計が 100.0％とならない場合があります。 

・複数回答の場合、割合の合計が 100.0％を超える場合があります。 
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（２）調査結果概要 

 

 ア 「共生社会」について 

  ■ 「共生社会」という言葉の認知度について 

「共生社会」の認知度については、上位から「知っている」38.9％、「知らない」31.0％、

「言葉は知っている」30.1％となっています。 

「知っている」と「言葉は知っている」の合計が 69.0％となっています。 

 

 【全体】 

 
  ■ 今治市が「共生社会」の推進を行うことをどう思うかについて 

「良いと思う」が 63.9％と最も高く、次いで「どちらかといえば良いと思う」が 21.8％

となっています。 

「良いと思う」と「どちらかといえば良いと思う」の合計が 85.7％であり、「良いと思

わない」と「どちらかといえば良いと思わない」の合計は 2.4％にとどまっています。

 

 【全体】 

 
  

38.9% 30.1% 31.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

216 

知っている 言葉は知っている 知らない 無回答

n=

63.9% 21.8%

1.9%

0.5%

7.4% 4.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

216 

良いと思う どちらかといえば良いと思う

どちらかといえば良いと思わない 良いと思わない

一概にいえない わからない

無回答

n=
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  ■ 障がいのある人と気軽に接したり、手助けをしたことがあるかについて 

障がいのある人と気軽に接したり、手助けをしたことがあるかについては、「ある」が

53.2％、「ない」が 42.6%となっており、半数以上が「ある」と回答しています。 

また、気軽に接したり、手助けをしたことがない理由については、「障がいのある人と

接する機会がなかった」が 62.0％と最も高く、次いで「どう接して良いかわからなか

った」が 23.9％、「助けを必要としているか判断できなかった」が 19.6％となってい

ます。 

 

 【気軽に接したり、手助けをしたことがあるか（全体）】 

 
 【気軽に接したり、手助けをしたことがない理由（全体）】 

 
  

53.2% 42.6% 4.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

216 

ある ない 無回答

n=

62.0%

23.9%

19.6%

3.3%

1.1%

0% 20% 40% 60% 80%

障がいのある人と接する機会が無かった

どう接して良いかわからなかった

助けを必要としているか

判断できなかった

その他

無回答

92 n=
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  ■ 障がいのある人とどのように接したり、手助けをしたかについて 

  障がいのある人に対してどのように接したり、手助けをしたかについては、上位から

「車椅子を押したり、横断歩道や階段で手助けをした」52.2％、「相談相手や話し相手

になった」35.7％、「電車やバスなどで席を譲った」27.0％となっています。 

 「車椅子を押したり、横断歩道や階段で手助けをした」といった手助けの方法がわかり

やすいものや、身近にできる「相談相手や話し相手になった」の割合が高くなっていま

す。 

 

 【全体】 

 
 

課題等  

・本市が「共生社会」を推進することについて、80％以上の人が良いことと考えてい

ます。 

・障がいのある人に対して、手助けしなければならないと思うという回答が多い一方

で、どのように接すれば良いかわからないという回答が多くなっています。一般の人

の障がいへの理解が課題といえます。 

  

23.5%

25.2%

5.2%

35.7%

5.2%

52.2%

27.0%

25.2%

7.0%

20.9%

6.1%

1.7%

0% 20% 40% 60%

家事や買い物などを手伝った

入浴や着替えなどを手伝った

リハビリテーションの介助をした

相談相手や話し相手になった

手話や要約筆記、点訳や朗読などをした

車椅子を押したり、横断歩道や

階段で手助けをした

電車やバスなどで席を譲った

勤務先等で一緒に仕事をした

勉強・学習を手伝った

一緒に遊んだ、趣味等を楽しんだ

その他

無回答

115 n=
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６ その他アンケート調査、ヒアリング調査 
 

（１）その他アンケート調査の概要 

 

 ア 放課後等デイサービス利用者（保護者）向けアンケート調査 

  ・調査の時期：令和元年 9 月 2 日～9 月 20 日 

・調査対象者：市内放課後等デイサービス利用者の保護者 

・抽出方法：無作為抽出 

・調査方法：放課後等デイサービス事業所を通じて配布・回収 

・配布数：60 件、回収数：34 件（回収率 56.7％） 

 

 イ 事業所（企業）を対象とした障がい者の雇用等に関するアンケート調査 

  ・調査の時期：令和元年９月２日～９月 20 日 

  ・調査対象者：市内の従業者 20 人以上の事業所（企業） 

  ・抽出方法：無作為抽出 

  ・調査方法：郵送により調査票を配布・回収 

 ・配布数：30 件、回収数：22 件（回収率 73.3％） 
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（２）ヒアリング調査の概要 

 

 ア 障がい者団体ヒアリング調査 

・調査方法 

    対象団体に事前に調査票を配布し、ヒアリングの当日に代表の方に会場に来ていた

だき、調査票の記入内容を中心にお話を伺いました。 

 

・調査団体等 

    令和元年 9 月９日から 9 月 27 日にかけて、今治市障がい者団体連合会に加盟し

ている障がい者団体にヒアリング調査を実施しました。 

 

今治市障がい者団体連合会加盟団体 

 今治市身体障がい者福祉会 

 今治市視覚障がい者協会 

 今治市・越智郡聴覚障害者協会 

 今治市手をつなぐ育成会 

今治市肢体不自由児（者）父母の会 

今治市内部障害者団体協議会 

来島家族の会 

今治市朝倉身体障がい者友愛会 

今治市玉川町身体障害者福祉会 

今治市波方町身体障がい者友愛会 

今治市大西町身体障がい者互助会 

今治市吉海町身体障がい者協会 

今治市伯方町身体障害者福祉会 

今治市上浦町身体障害者互助会 

今治市大三島町身体障害者互助会 
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 イ 障害福祉サービス事業者ヒアリング調査 

・調査方法 

    対象事業者に事前に調査票を配布し、ヒアリングの当日に調査票の記入内容を中心

にお話を伺いました。 

 

・調査事業者等 

    令和元年 10 月 3 日から 10 月 8 日にかけて、短期入所、施設入所支援、共同生

活援助のいずれかを実施している下記事業者にヒアリング調査を実施しました。 

 

法人名 

社会福祉法人 今治福祉施設協会 

社会福祉法人 来島会 

公益財団法人 正光会 

社会福祉法人 で・ふ・か 

 

（３）その他アンケート調査、ヒアリング調査結果の概要 

 

 地域で共に暮らしていくために必要なことついて以下のような意見をいただきました。 

 

■ 障害福祉サービスについて 

・介護者の高齢化や親亡き後のことを考え、共同生活援助（グループホーム）の充実、短

期入所（ショートステイ）の拡充が必要。 

・サービスの質の向上を望む。 

・地域生活支援拠点の整備が必要。 

・施設から地域生活へ移行した人へのサポートを充実させてほしい。 

・相談支援機関の連携、役割分担を明確にしてほしい。 

■ 生活環境について 

・公共施設等のバリアフリー化や道路の段差解消等ハード面のバリアフリーが必要。 

・障がいへの理解啓発や社会参加の促進等ソフト面のバリアフリーも必要。 

・障がいの特性に応じた情報提供、コミュニケーション支援が必要。 

・地域の訓練や講習への参加の呼びかけ、地域とのつながりを持つことが大事。 

・医療・保健・福祉の連携が必要。 

・住宅確保に関する支援が不足している。 

・就労について、雇用する側に、障がいへの理解を深めてもらいたい。 

・障がいのある人の雇用のためには、雇用する側の企業に対しても専門機関による助言等

の支援が必要。 

・成年後見制度の周知、啓発が必要。 
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第３章 計画の基本的な考え方 
 

１ 計画の基本理念 
 

本市における障がい者福祉施策の展開を確実なものとしていくために、「基本理念」及び

「基本方針」を定めます。 

 本市におけるまちづくりの指針となる「第２次今治市総合計画」においては、「ずっと住

み続けたい“ここちいい（心地好い）”まち いまばり あの橋を渡って 世界へ 未来へ」

が将来像として掲げられています。また、障がい者施策に関する分野の施策の大綱は「健や

かに安心して暮らせるまちづくり」、施策の方向は「支えあい、いきいきと暮らしていける

基盤づくり」となっています。 

 基本理念は、「第２次今治市総合計画」との整合を図り、前計画を踏襲し、障がいの有無

にかかわらず、市民のだれもが相互に人格と個性を尊重し、支え合う「共生社会」の実現を

目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画の基本方針 
 

 本計画の基本理念に基づき、基本方針を定め、本計画期間中における障がい者施策を推進

し、「共生社会」の実現に向けた取組を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本理念 

みんなで奏で 快適に暮らせるまちづくり ～住みなれた  

いまばりで 暮らせるまちへ～ 

基本方針 

（１）安心できる地域づくり 

（２）生き生きとした暮らしづくり 

（３）みんなで支える環境づくり 
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（１）安心できる地域づくり 

 

 障がいのある人や障がいのある子どもが住みなれた地域で、安心して生活するために

は、相談支援体制や福祉サービスの充実、適切な時期に専門的な療育が受けられることが

必要です。また、障がいの早期対応、適切な医療やリハビリテーション、精神保健、難病

患者の支援、介護保険事業との連携等、保健・医療の充実も必要です。 

 住みなれた地域で必要なサービスや適切な医療が受けられるように取り組みます。 

 

（２）生き生きとした暮らしづくり 

 

 住み慣れた地域で、生き生きとした暮らしを実現するためには、障がいの有無に関わら

ず、一人一人の個性が尊重され、地域でともに学び育つことが重要となります。身近な地

域でライフステージに応じた教育が受けられること、学校教育の充実、生涯学習やスポー

ツ・レクリエーション等への参加促進に取り組みます。 

 また、障がいのある人が地域で生き生きと働くことは、経済的自立、就労を通じた自己

実現、孤立の回避、生きがいづくりにつながります。障がいのある人の雇用促進、就労支

援、経済的自立の支援等で安定した生活ができるよう取り組みます。 

 

（３）みんなで支える環境づくり 

 

 障がいのある人が、地域で安全に安心して暮らしていくためには、生活空間のバリアフ

リー化、住宅の確保、防災・防犯面での配慮などが必要です。 

また、だれもが相互に人格と個性を尊重し、支え合う「共生社会」を実現するために

は、正しい情報の提供、障がいに対する正しい理解、障がいを理由とする差別の解消、コ

ミュニケーションの支援、障がいのある人の権利の擁護などが必要です。ハード面のバリ

アフリー化の促進と、コミュニケーション支援や差別の解消などソフト面でのバリアフリ

ー化を進め、誰もが理解し合い支え合う地域を目指します。 
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第４章 障がい者施策の展開 
 

１ 計画の基本体系 
 

 

 

 

 

 

  

「 

共 

生 

社 

会 

」 

の 
実 
現 

 

安
心
で
き
る
地
域
づ
く
り 

相談支援体制の充実 

福祉サービスの充実と質の向上 

障がい児支援の充実 

 

障がいの早期対応・治療と 

原因となる疾病の予防 

適切な医療、リハビリテーション、 

保健サービスの提供 

精神保健・医療施策の充実 

難病に関する施策の充実 

介護保険事業との連携 

 

ライフステージに応じた教育・育成の充実 

学校教育の充実 

 

生涯学習の充実 

スポーツ・レクリエーション活動の推進 

 

障がいのある人の雇用の促進 

総合的な雇用・就労支援施策の推進 

障がい特性に応じた就労支援及び 

多様な就業機会の確保 

経済的自立の支援 

 

公共施設と住宅の整備・改善 

公共施設等のバリアフリー化の推進 

人にやさしいまちづくりの意識啓発 

 

情報バリアフリー化の推進 

情報提供の充実 

コミュニケーション支援体制の充実 

 

防災対策の推進 

防犯対策の推進 

消費者トラブルの防止及び 

被害からの救済支援 

 

障がいを理由とする差別の解消の推進 

障がいのある人の権利擁護の推進 

地 域 生 活 の 支 援  

保 健 ・ 医 療 の 充 実

 

生
き
生
き
と
し
た
暮
ら
し
づ
く
り 

 

み
ん
な
で
支
え
る
環
境
づ
く
り 

情報・コミュニケーションの活性化

防 災 ・ 防 犯 対 策 の 推 進  

教 育 ・ 育 成 の 充 実

社 会 参 加 の 促 進  

雇用・就労、経済的自立の支援 

生 活 環 境 の 整 備  

差別の解消・権利擁護の推進 
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２ 障がい者施策の展開 
 

（１）安心できる地域づくり 
 

（１）－１ 地域生活の支援 

  

ア 相談支援体制の充実 

施策方針  

障がいのある人の相談にきめ細かに対応し、必要な支援へとつなげるため、地域の相談支援

体制を充実させます。また、地域の相談機関や支援機関を含む多機関と連携して、相談支援

体制の充実・強化に取り組みます。 

 

・今治市基幹相談支援センターを中心に、障がい福祉等に関する相談支援体制の充実を

図ります。 

・基幹相談支援センター等に専門職員を配置し、相談支援機能の強化を図ります。 

・障がい者相談員、関係機関とも連携を図りながら、相談支援体制の強化に努めます。

・地域自立支援協議会において、地域課題を共有し、協議することで地域全体のネット

ワークづくりを行い、相談支援体制の充実を図ります。 
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イ 福祉サービスの充実と質の向上 

施策方針  

障がいのある人が地域で暮らしていけるよう、障害福祉サービスや地域生活支援事業の充実

を図るとともに、サービスの質の向上を図ります。また、サービスを必要とする人が、必要なサー

ビスを選択し、利用することができるよう、計画相談（ケアマネジメント）の充実を図ります。 

 

・障がいのある人の安定した在宅生活を支援するため、訪問系サービスの充実を図りま

す。特に医療的ケアが必要な場合、利用できる場等が限られていることから、医療機

関、サービス事業者と連携をとりながら支援の拡大に向けて取り組んでいきます。 

・緊急時の受け入れについて、医療機関や福祉施設等と連携を図り、地域生活支援拠点

として多機関が協力した支援体制の整備に努めます。 

・障がいのある人が自ら住みたいと思う場所で暮らしていけるように、地域移行支援や

地域定着支援の推進やグループホームの充実等に努めます。 

・障がいのある人のニーズを踏まえ、効率的、効果的な地域生活支援事業の実施に努め

ます。 

・障害福祉サービスの質的向上を図るため、県と連携して障害福祉サービス事業所や相

談支援事業所の職員の人材育成や職員研修の充実を図るとともに、事業所が自主的

に質の向上に努めることのできる環境づくりを推進します。 

・島しょ部においても、必要な障害福祉サービスが受けられるよう、事業所の確保に努

めます。 

・学校における福祉教育の推進や中高生へ実習機会を提供することにより、福祉・介護

の資格の取得や仕事に対する理解啓発に努めます。また、多様な利用者ニーズに対応

できるよう、今後の福祉サービスを担う人材の確保・育成に努めます。 

 

ウ 障がい児支援の充実 

施策方針  

障がいのある子どもが、身近な地域で専門的な療育や一人一人の障がいに応じた支援を受

けられるように、適切な時期に適切な療育を提供できる体制の充実に努めます。 

 

・障害児通所支援を必要とする子どもは増加しており、適切な時期に療育が受けられる

よう、提供体制の充実に努めます。 

・放課後等デイサービス、日中一時支援等、支援が必要な子どもを対象としたサービス

の充実に努めます。 

・今治市発達支援センターにおいて、それぞれの子どもや保護者の個別の対応・相談を

行い、学校や幼稚園、保育所等での効果的な保育・指導・支援の方策についての助言

や就学相談等につなげます。 

・個別の支援計画、個別の指導計画の内容をさらに充実させ、就学前から就学中、さら

にその後の生活まで、一貫した支援体制の整備に努めます。 
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（１）－２ 保健・医療の充実 

 

  ア 障がいの早期対応・治療と原因となる疾病の予防 

施策方針  

母子保健や生活習慣病予防等により、障がいに対する早期の対応をはじめ、障がいの原因と

なる疾病の予防に取り組み、心と体の健康づくりの支援を行います。 

 

・妊婦健康診査及び「こんにちは赤ちゃん訪問事業」の充実に努めます。 

・乳幼児の成長・発達に合わせた健康診査を実施し、心身の障がいに対する早期の対応

に努めます。 

・市民の健康の保持・増進を図るため、健康づくりの取組みを進めます。 

・健診・検診の受診率向上の取組を継続的に推進します。 

・生活習慣病予防や疾病予防・重症化予防を進めるため、40～74 歳の国民健康保険加

入者に特定健康診査、特定保健指導を実施するとともに、未受診者への受診勧奨に努

めます。 

 

  イ 適切な医療、リハビリテーション、保健サービスの提供 

施策方針  

医療機関等との連携を強化し、地域における医療体制やリハビリテーション体制の充実を図

り、保健・医療が連携した安心して暮らせる支援体制を構築します。 

 

・常時、医療的ケアを必要としている人への訪問看護等サービスの充実を図ります。 

・加齢や障がい等により身体の機能が低下している人を対象に、身体機能の維持・回復

を図り、日常生活の自立を助けるための対応の充実に努めます。 

・利用者のニーズに応じて、自立訓練や余暇活動、社会参加へのきめ細かな支援を実施

し、自立と社会参加を促進します。 
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  ウ 精神保健・医療施策の充実 

施策方針  

本市の精神障害者保健福祉手帳の所持者は増加傾向にあります。医療機関や相談支援機

関の連携強化により、精神障がいのある人の支援の充実を図ります。 

 

・障害者地域活動支援センターときめきやさざなみ園等、精神障がいを主として対象と

する事業所等との連携により、相談支援体制を充実します。  

・自殺対策やうつ病、ひきこもりなどに対する精神保健福祉の課題に対応できるよう、

今治保健所・保健センターを中心に、関係機関や関係団体とのネットワークを構築

し、メンタルヘルスケアの推進を図ります。 

・専門的な医療を必要とする障がいのある人・子ども、難病患者に適切に対応するため、 

医療機関や訪問看護ステーション等と連携を図ります。特に、精神障がいのある人の

支援については、ケース会議等を通じて主治医との連携に努めます。 

 

  エ 難病に関する施策の充実 

施策方針  

難病患者の療養生活を支援するため、各種の保健・医療・福祉のサービスを充実し、支援体

制の整備に努めます。 

 

・難病患者について、個々の状態に応じた障害福祉サービスの提供体制の充実を図り

ます。 

・難病患者の生活の質の維持・向上を図るため、日常生活にかかわる相談や日常生活

用具の給付等、障害福祉サービスの充実に努めます。 

 

  オ 介護保険事業との連携 

施策方針  

多職種参加による地域ケア会議への参加等により、医療・介護・予防・住まい・生活支援の５

つのサービスを一体的に提供する地域包括ケアシステム等、介護保険事業との連携を図りま

す。 

 

・介護保険制度の対象となる障がいのある人について、介護保険担当課や介護支援専門

員、相談支援専門員等と連携し、多様なニーズにきめ細かく対応し、生活状況に即し

たサービスを提供できるよう努めます。 

・障がいのある人の重症化を予防するため、介護保険担当課や介護支援専門員、相談支

援専門員等との早期からの連携を充実します。 
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（２）生き生きとした暮らしづくり 
 

（２）－１ 教育・育成の充実 

 

  ア ライフステージに応じた教育・育成の充実 

施策方針  

障がいのある子どもが、身近な地域で専門的な療育やライフステージに応じた教育を受けら

れるように、自立に向けた発達支援体制の充実を図ります。 

 

・子ども一人一人の特性に応じた適切な就学指導を行うため、関係機関との連携を図り、

情報の提供、就学相談・就学の手続き等、就学前指導体制の充実に今後も努めます。

・特別支援教育を修了した障がいのある子どもが、多様な進路を選択できるよう、自立

訓練等の充実、進路選択の支援に努めます。 

 

  イ 学校教育の充実 

施策方針  

インクルーシブ教育システムの理念を踏まえ、すべての子どもたちがともに学び、一人一人の

特性・能力に応じた指導が受けられる教育の推進に努めます。 

 

・障がいのある子どもに対する合理的配慮等の支援については、子ども一人一人の障が

いの状態や教育的ニーズ等に応じて、設置者・学校と本人・保護者間で合意形成を図

り、充実に努めます。 

・ICT 機器の利用を含め、障がいのある子ども一人一人の教育的ニーズに応じた教具、

支援機器の充実に努めます。 

・就学相談等を実施し、就学先への支援状況の情報提供や具体的な支援方法等について、

各学校や発達支援センター等と連携しながら保護者と継続的に相談を実施します。 

・特に教育的支援が必要な子どもが在籍する学校に対し、学校生活支援員を配置して適

切な支援を行います。 

・教職員に対する合理的配慮に関する研修を実施し、障がいの特性に応じた教育を推進

します。 

 

 

 

  



第４章 障がい者施策の展開    

69 

 

 

（２）－２ 社会参加の促進 

 

  ア 生涯学習の充実 

施策方針  

地域における生涯学習活動等へ、障がいのある人も参加しやすいよう配慮し、障がいの

有無にかかわらず、生涯学習を通じた交流の場・機会づくりに努めます。 

 

・障がいの有無にかかわらず、だれもが講演会や美術展等、優れた芸術や文化にふれる

機会の充実に努めるとともに、手話通訳者や要約筆記者等の派遣等、障がいのある人

が参加しやすい環境の整備に努めます。 

・生きがいや教養を身につけ社会参加を促進するため、公民館や集会所等、身近な地域

における趣味の活動や生涯学習講座を実施することに加え、地域住民とともに創作・

創造活動にかかわる学習機会の充実に努めます。 

 

イ スポーツ・レクリエーション活動の推進 

施策方針  

障がいのある人の交流促進や健康増進のため、スポーツ・レクリエーション活動の推進

を図ります。 

 

・スポーツ・レクリエーション活動推進のため、大会等の開催を支援します。 

・障がいのある人がスポーツ・レクリエーション活動へ参加しやすくするために、関連

施設等の整備や改善に努めます。 

・サン・アビリティーズ今治において、専門の指導員によるスポーツ教室を実施し、障

がいのある人がスポーツに親しめる環境をつくります。 

・各種団体と協力し、スポーツ・レクリエーションに関する情報の提供を進め、参加促

進を図ります。 
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（２）－３ 雇用・就労、経済的自立の支援 

 

  ア 障がいのある人の雇用の促進 

施策方針  

障がいのある人の法定雇用率達成に向け、ハローワーク今治等関係機関と連携し、民間企業

における雇用促進に努めます。 

 

・市において、障がいのある人の雇用を促進するとともに、職域の拡大を図ります。 

・指定管理者制度等の行政関連業務においても障がい者雇用の促進に努めます。 

・障がいのある人の法定雇用率未達成の企業に対し、ハローワーク今治等関係機関と連

携し、障がいのある人の雇用についての理解啓発に努めます。 

・「障害者優先調達推進法」に基づき、福祉施設等からの製品の購入や業務委託につい

て目標値を定め、「今治市共同受注窓口」と連携し、積極的な調達を推進します。 

 

  イ 総合的な雇用・就労支援施策の推進 

施策方針  

雇用前の就労支援から雇用後まで一貫した支援が行われるよう、関係機関との連携を強化

し、障がいのある人の雇用・就労を総合的に支援します。 

 

・福祉的就労や仕事をしていない人の雇用の一層の推進のため、職場実習や雇用前の雇

入れ支援から雇用後の職場定着支援までの一貫した支援が行われるよう、ハローワ

ーク今治や障害者就業・生活支援センターあみをはじめとする関係機関との連携の

緊密化を図ります。 

・ハローワーク今治等と連携して、国等の各種助成制度の周知、広報に努めます。 

 

  ウ 障がい特性に応じた就労支援及び多様な就業機会の確保 

施策方針  

障がいのある人が様々な場において仕事ができるよう、障がいの特性に応じた多様な就業機

会の確保等、就労の支援を充実していきます。 

 

・福祉施設から一般就労への移行を促進するため、就労移行支援事業の充実を図ります。

・市の就労支援職場実習事業の活用及び障害者就業・生活支援センターあみとの連携強

化を図り、障がいのある人の就労の場の確保につなげます。  

・日中活動系サービス事業所の充実のため、職員の人材確保・育成に努めます。 
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  エ 経済的自立の支援 

施策方針  

障がいのある人への経済的な支援を充実することで、地域において自立した生活ができるよ

う支援していきます。 

 

・在宅で生活している障がいのある人の生活安定を図るため、各種手当の支給を継続し

て実施します。 

・所得税・住民税の控除、自動車税・自動車取得税・軽自動車税の減免等のほか、JR・

バス運賃、タクシー料金、有料道路通行料金等の各種割引・減免制度の周知・普及に

努めます。 

・障がいのある人がいる世帯に対し、資金の貸付と必要な相談等を行う生活福祉資金貸

付制度について、社会福祉協議会との連携により周知します。 

・障がいのある人やその世帯が経済的に困窮している場合、くらしの相談支援室や社会

福祉協議会等関係機関と連携し、早期の解決に努めます。 
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（３）みんなで支える環境づくり 
 

（３）－１ 生活環境の整備 

 

  ア 公共施設と住宅の整備・改善 

施策方針  

障がいのある人が地域で安心して快適な生活を送れるよう、整備が必要な公共施設の改善

や住宅の改修を支援し、暮らしやすい住宅環境づくりに努めます。 

 

・障がいのある人の地域生活を支援するため、グループホーム等の居住系サービスの充

実を図ります。 

・住宅確保要配慮者に対する居住支援に努めます。 

・公営住宅の活用について、住宅担当課等と連携して取り組みます。 

・障がいのある人に対して、より良い生活がしやすくなるよう、住宅改修等に要する経

費の一部を助成します。 

 

  イ 公共施設等のバリアフリー化の推進 

施策方針  

障がいのある人が外出しやすいよう、施設のバリアフリー化の推進を啓発し、バリアフリー新法

に基づいた環境整備に努めます。 

 

・今治市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例及び今治市

移動等円滑化のために必要な特定公園施設の基準を定める条例に基づき、既存の公共

施設だけでなく、今後市内に整備される公共施設・大規模施設等においてバリアフリ

ー化を進めるとともに、新設の際には計画の段階からユニバーサルデザイン化を検討

し、障がいの有無にかかわらずだれもが利用しやすい施設となるよう努めます。 

・公共施設における障がい者用トイレ等のバリアフリー情報については、市ホームペー

ジ等に引き続き掲載し、広く市民に周知します。 

・民間施設においても、障がいの有無にかかわらず、すべての人が気軽に利用できるよ

うに、施設整備・改善推進の啓発を行います。 
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  ウ 人にやさしいまちづくりの意識啓発 

施策方針  

人にやさしいまちづくりを目指し、障がいや障がいのある人への理解促進のため、意識啓発の

活動を行います。 

 

・障がいのある人の歩行の安全を確保し、事故を防止するため、道路等交通環境の整備

を推進するとともに、歩道への不法駐輪・駐車、商品のはみ出し等、通行を妨げる行

為を解消するため、市民への意識啓発を行います。 

・障がいのある人、高齢等の理由で歩行が困難な人、出産前後やケガで一時的に歩行が

困難な人に対して、パーキングパーミット(利用証)を交付します。 

・施設の身体障がい者等用駐車場の適正な利用を働きかけるとともに、パーキングパー

ミット制度について、さらに普及啓発に努めます。 

・知的障がい、発達障がい、精神障がいのある人の中には、人とのかかわりあいやコミ

ュニケーションが苦手な人がいるため、その人の困難さを理解し、状況に応じた適切

な対応の必要性について周知、啓発を行います。 

・外見から分からなくても援助や配慮を必要としている人が、周囲の人に配慮を必要と

していることを知らせるヘルプマークの理解を広げるため、周知・啓発を行います。
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（３）－２ 情報・コミュニケーションの活性化 
 

  ア 情報バリアフリー化の推進 

施策方針  

障がいのある人が、必要とする情報を得ることができるよう、情報のバリアフリー化を推進し、

情報入手を支援します。 

 

・主な公共施設内への情報機器・コミュニケーション機器の設置等を推進します。 

・図書館に設置されている大活字本や点字本、朗読 CD 、拡大読書機等の備品や設備

の充実を図ります。 
 

  イ 情報提供の充実 

施策方針  

障がいのある人やその家族へ、広報紙や市ホームページ等を活用し、保健・医療・福祉等の必

要な情報提供を行っていきます。 

 

・障がいのある人やその家族への保健・医療・福祉の情報提供のため、「福祉のしおり」

の内容を充実するとともに、広報紙や市ホームページ等を活用し、必要な情報提供を

行います。 

・相談支援事業所においても、利用者のニーズに応じた情報提供に努めます。 

・市が発行する文書や広報紙等は、点字広報・声の広報等の発行により、視覚や聴覚等

に障がいのある人が必要な情報を入手できるよう配慮します。 

・ホームページでは、利用する人の身体的条件にかかわらず、だれもが利用しやすいも

のにすることに努め、情報を利用する人の利便性の向上ときめ細かな支援を進める

ことにより、情報提供を推進します。 
 

  ウ コミュニケーション支援体制の充実 

施策方針  

聴覚障がいのある人の日常生活上のコミュニケーションを支援するため、手話奉仕員・

要約筆記奉仕員等の養成に努め、手話通訳者等の派遣の充実を図ります。 

 

・「障害者総合支援法」に基づき、聴覚や視覚障がい等により、意思疎通が困難な障が

いのある人の円滑なコミュニケーションを支援するために、手話通訳者・要約筆記奉

仕員の派遣、手話通訳者の設置等を行います。 

・要約筆記奉仕員の活用を促進するとともに、耳マークの普及に努めます。 

・市の窓口等で意思疎通が困難な障がいのある人への対応の改善・向上を図るため、職

員研修の充実を図ります。 

・市の窓口に手話通訳者を配置し、日々の窓口業務において、適切な伝達手段による対

応に努めます。 
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（３）－３ 防災・防犯対策の推進 

 

  ア 防災対策の推進 

施策方針  

障がいのある人の安全を確保するため、防災に対する意識を高めるとともに、いざというときに

対応できるよう、避難行動要支援者への支援や災害時の支援体制を充実します。 

 

・災害発生時、または災害が発生するおそれがある場合に避難行動要支援者名簿を活用

した適切な避難支援や、その後の安否確認を行うことができるよう、必要な体制整備

を推進します。 

・要配慮者が円滑かつ安全に避難できるよう、警戒レベル 4「避難勧告」や警戒レベル

４「避難指示（緊急）」の発令に先だって、警戒レベル 3「避難準備･高齢者等避難開

始」を発令し、避難行動に時間を要する人に早めの避難を促すとともに、迅速・的確

な避難情報の伝達について配慮します。 

※ただし、警戒レベルは津波のときには使用しません。 

・避難所等のバリアフリーに配慮するとともに、避難所等において障がいのある人が、

必要な物資を含め、障がい特性に応じた支援を得ることができるよう、必要な体制の

整備を促進します。 

 

  イ 防犯対策の推進 

施策方針  

防犯ネットワークの構築や防犯に対する意識の向上等により、安全に暮らせるまちづ

くりに努めます。 

 

・警察と地域の障がい者団体、福祉施設等との連携により、犯罪被害の防止と犯罪被害

の早期発見に努めます。 

・障がいのある人やその家族等が防犯についての意識を高めるとともに、防犯知識を身

につけられるように、広報紙や地域での学習活動の中で普及を図ります。 

 

  



   第４章 障がい者施策の展開 

76 

 

 

  ウ 消費者トラブルの防止及び被害からの救済支援 

施策方針  

障がいのある人が悪質商法の被害にあわないよう、消費生活相談窓口等の関係機関と

連携し、消費者トラブルの未然防止を図るとともに、万一、被害にあった場合には、 そ

の救済支援に努めます。 

 

・県、市の担当課等と連携し、障がいのある人の消費者トラブルに関する情報の収集・

発信を行うとともに、その被害からの救済に関して必要な情報提供を行い、障がいの

ある人の消費者トラブルの未然防止及び被害からの救済支援を図ります。 

・障がい者団体、福祉関係団体等と連携し、障がいのある人の消費者トラブルの未然防

止及び早期発見に努めます。 
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（３）－４ 差別の解消・権利擁護の推進 

 

  ア 障がいを理由とする差別の解消の推進 

    （ア） 行政機関等における配慮及び障がいのある人への理解の促進等 

施策方針  

障がいのある人が障がいを理由として「不当な差別的扱い」を受けたり、障がいのある

人に「合理的な配慮をしないこと」で暮らしにくさを感じたりすることがないよう、 差

別解消に向けた取組を充実します。 

 

・すべての市職員が障がいや障がいのある人に対する理解と認識を深め、福祉の意識が

向上するように、研修の充実を図ります。 

・イベントや講座の開催、広報紙による啓発等、障がいのある人に対する差別や偏見を

なくすための活動を積極的に行います。 

・障がいや障がいのある人に対する理解を深められるように、「障害者週間」を中心と

した啓発・広報活動を行うとともに、障がい者相談員や障がい者団体、ボランティア

活動団体等関係団体と連携し、啓発を行います。 

 

    （イ） 選挙等における配慮等 

施策方針  

障がいのある人がその権利を適正に行使することができるように、選挙における障が

いのある人への配慮に努めます。 

 

・点字による候補者情報の提供等とともに、情報通信技術(ICT)活用の進展等も踏まえ

ながら、障がい特性に応じた選挙に関する情報の提供に努めます。 

・移動に困難を抱える障がいのある人等に配慮した投票所のバリアフリー化や投票設

備の設置等、投票所における投票環境の向上に努めるとともに、成年被後見人がその

権利を適正に行使し、投票できるよう努めます。 

・指定病院等における不在者投票、郵便等による不在者投票の適切な実施の促進によ

り、選挙の公正を確保しつつ、投票所での投票が困難な障がいのある人の投票機会の

確保に努めます。 
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  イ 障がいのある人の権利擁護の推進 

    （ア） 障がいのある人・子どもへの虐待防止 

施策方針  

障がいのある人・子どもへの虐待の未然防止をはじめ、早期発見・早期対応、適切な支

援を行うため、地域における関係機関等との協力体制や支援体制のネットワークづく

りを進めます。 

 

・虐待対応については、相談支援体制の充実を図るとともに、障がいのある人・子ども

への虐待通報の受理、虐待を受けた障がいのある人・子どもの保護、養護者への指導・

助言、虐待防止に関する周知、啓発を行います。 

・「障害者虐待防止法」に基づき、虐待を受けたと思われる障がいのある人・子どもを

発見した場合の通報が義務付けられたことを周知、啓発します。 

 

    （イ） 成年後見制度の適切な利用 

施策方針  

成年後見制度の利用が有効と認められる知的障がいのある人、または精神障がいのあ

る人等に対して成年後見制度の利用を支援することにより、障がいのある人の権利擁

護を図ります。 

 

・知的障がいのある人、精神障がいのある人等で、自己の判断のみでは意思決定に支障

のある人の財産の保全や管理を支援するため、成年後見制度の広報周知を進め、利用

促進を図ります。 

・障がいのある人の権利擁護と権利侵害の防止のために、市民後見人の養成に努めます。

・権利擁護支援の地域連携ネットワークの構築を図ります。 

・専門職による専門的助言等の支援の確保など、地域連携ネットワークのコーディネー

トを担う中核機関の設置に向け取り組みます。 
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第５章 計画の推進体制 
 

１ 推進体制 
 

（１）関係各課・関係機関との連携 

 

本計画は、保健・医療・福祉・教育・人権・就労・生活環境等の様々な関連分野を横断し

ており、連携・協力を図りながら進めていくことが重要です。障がいのある人が地域で自立

した生活を確保できるよう、また、計画の着実かつ効果的な推進のため、庁内の関係各課や、

保健・医療機関、福祉機関、教育機関、雇用・就労機関等関係機関との一層の連携強化を図

ります。 

 

（２）関係団体等との連携及び地域生活の支援 

 

障がいのある人の地域生活を支えるためには、行政だけでなく、社会福祉協議会や障害福

祉サービス事業所、民生委員・児童委員、ボランティア等による支援や協力が必要となりま

す。 

そのためには、これら団体による地域福祉活動の推進に努めるとともに、障がい者団体連

合会をはじめ、障がいのある人の団体と行政との連携を強化し、市民と行政の協力体制を構

築します。 

また、障がいのある人についての理解啓発や地域での見守り、交流等を進めるため、当事者

団体をはじめ、地域団体やボランティア、NPO 等関係団体との一層の連携強化を図ります。 

 

（３）国・県及び周辺自治体との連携 

 

本計画の推進にあたっては、社会情勢の変化、障がいのある人を取り巻く環境の変化、制

度の改正等に柔軟かつ的確に対応していくことが重要となるため、国や県と連携しながら施

策を展開します。 

また、障害福祉サービスの提供や就労支援等は、本市だけでなく、周辺市町を含めた広域的

な調整とネットワーク化が必要であるため、今後も近隣市町との一層の連携強化を図ります。 
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２ 進捗状況の管理及び評価 
 

本計画の着実かつ効果的な推進を図るために、計画を立て（Plan）、実行（Do）、その進

捗状況を定期的に把握し評価（Check）した上で、その後の取組を改善する（Action）、一

連のＰＤＣＡサイクルの構築に努めます。 

 また、障がいのある人への理解の促進、障がいのある子どもを交えた交流機会の拡充、サ

ービスの充実、障がいのある人の地域生活への移行や就労移行促進のため、関係機関やサー

ビス提供事業者を構成員とする「今治市障害者施策推進協議会」において計画全体の進捗を

図るとともに、「今治市地域自立支援協議会」と連携して、計画の進捗管理や点検等を実施

することで、本計画を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画 

（Plan） 

実行 

（Do） 

評価 

（Check）

改善 

（Action）

P 
・今治市障害者施策推進 

協議会 
・今治市地域自立支援 

協議会 

・庁内関係各課や 
関係機関との連携による
事業展開 

・今治市障害者施策推進 
協議会 

・今治市地域自立支援 
協議会 

・庁内における検証 

 
・随時施策に反映 

D C 

A 
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参考資料 
 

１ 今治市障害者施策推進協議会委員名簿 
 

（敬称略、区分内 50 音順） ◎は会長  〇は職務代理者 

役職 氏名 区分 

圭泉会菅病院（今治市医師会） 理事長 菅 拓也 

学識経験者 

今治特別支援学校 教頭 合田  明典 

今治市民生児童委員協議会 会長 丹下 甫澄 

社会福祉法人 で・ふ・か 理事長 ◎ 眞鍋 誠子 

正光会今治病院（今治市医師会） 医師 ○ 山内 美知 

来島家族の会 会長 松浦 恵美子 

障がい者団体 今治市身体障がい者福祉会 事務局長 眞部 昇三 

今治市手をつなぐ育成会 副会長 矢野 信子 

来島会 総合園長 越智 清仁 

障がい福祉事業 

関係者 
今治市社会福祉協議会 地域福祉部長 重松 孝志 

今治療護園 施設長 谷口  政隆 

今治公共職業安定所 雇用指導官 清水 保至 
行政関係者 

愛媛県東予地方局 今治保健所長 廣瀬  浩美 

(注） 役職は委員任命当時のもの 
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２ 今治市障害者施策推進協議会条例 
 

平成 20 年 3 月 31 日 

条例第 18 号 

 

(設置) 

第 1 条 障害者基本法(昭和 45 年法律第 84 号)第 36 条第 4項の規定に基づき、今治市障害者

施策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。 

 

(組織) 

第 2 条 協議会は、委員 20 人以内で組織する。 

 

(委員) 

第 3 条 委員は、学識経験のある者、障害者、障害者の福祉に関する事業に従事する者及び

関係行政機関の職員のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。 

2 委員の任期は、2 年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

3 委員の要件を失った者は、その職を失う。 

 

(会長) 

第 4 条 協議会に会長を置く。 

2 会長は、委員の互選により定める。 

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その

職務を代理する。 

 

(会議) 

第 5 条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

2 協議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。 

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

 

(庶務) 

第 6 条 協議会の庶務は、障害福祉担当課において処理する。 

 

(委任) 

第 7 条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に

諮って定める。 

 

附 則 

この条例は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 

 

附 則(平成 25 年 3 月 29 日条例第 13 号) 

この条例は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 

 

  



参考資料    

87 

 

 

３ 障がい者計画策定の経緯 
 

日 程 主 な 内 容 

平成 31 年 3 月 27 日 
第１回今治市障害

者施策推進協議会

・障がい者計画策定のスケジュールについて 

・障がい者計画策定のためのアンケート調査について 

令和元年 7月～8月 アンケート調査実施 ・手帳所持者向けアンケート調査の実施 

令和元年 8月 29 日 
第１回今治市障害

者施策推進協議会

・手帳所持者向けアンケート調査の実施状況報告 

・一般市民アンケート、企業アンケート調査について 

・事業所ヒアリング、障がい者団体ヒアリングについて

令和元年 8月～9月 
アンケート調査、

ヒアリング実施 

・一般市民アンケート、企業アンケート調査の実施 

・事業所ヒアリング、障がい者団体ヒアリングの実施 

令和元年 10 月～12 月 集計・分析 ・アンケート結果の集計・分析、ヒアリング内容の分析

令和元年 12 月 18 日 
第 2 回今治市障害

者施策推進協議会

 

・アンケート、ヒアリング結果の報告 

・今治市障がい者計画素案の審議 

 

令和 2年 2月 7日～ 

2 月 21 日 

パブリック 

コメント 
・パブリックコメントの実施 

令和 2年 3月 
今治市地域自立支

援協議会全体会 
・地域自立支援協議会への意見聴取 

令和 2年 3月 
第 3 回今治市障害

者施策推進協議会

・パブリックコメントの結果報告 

・地域自立支援協議会への意見聴取結果報告 

・今治市障がい者計画（案）確認について 
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